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１ 計画の趣旨と背景 
 
 
 

本文中に※印がついている用語は、巻末に用語解説を掲載しています。 
 

わが国は、生活水準の向上や医療技術の進歩等により平均寿命が大幅に延び、世界有数の長

寿国となりました。こうした中、少子高齢化の進展、生活習慣病の増加、社会が多様化する中での

健康課題の多様化、新興感染症※対策など社会や健康を取り巻く状況は変化してきています。 

国では、国民の健康の増進に向けて、平成１２年３月に「健康日本２１※」を策定し、平成１４年８

月に「健康増進法※」を制定しました。平成２４年７月に「健康日本２１（第二次）」、令和５年５月に

「健康日本２１（第三次）※」と、計画の改定を行っています。 

愛知県でも国の動きを踏まえて、平成１３年３月に「健康日本２１あいち計画」、平成２５年３月に

「健康日本２１あいち新計画」、令和６年３月に「第３期健康日本２１あいち計画」を策定していま

す。 

本市においても、平成１５年３月に「健康にしお２１計画」を、平成２６年３月に「健康にしお２１計

画（第２次）」を策定しました。また、平成３０年度の中間評価時には平成２８年に改正された自殺

対策基本法※を踏まえ、こころの健康分野に自殺対策の施策を位置付け「西尾市自殺対策計画」

として自殺対策も推進してきました。生活習慣病の予防やライフステージに応じた取組といった、こ

れまでの成果を踏まえ、全ての西尾市民が健やかで心豊かに生活ができる持続可能な社会の実

現を目指して「健康にしお２１計画（第３次）」を策定します。 
 

■■国国のの健健康康日日本本２２１１（（第第三三次次））※※ののビビジジョョンン  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正」  

全全ててのの国国民民がが健健ややかかでで心心豊豊かかにに生生活活ででききるる持持続続可可能能なな社社会会のの実実現現 

①① 誰誰一一人人取取りり残残ささなないい健健康康づづくくりりをを展展開開すするる 
②② よよりり実実効効性性ををももつつ取取組組をを推推進進すするる 

•基本的な法制度の整備・枠組みの構築 
•自治体のみならず、保険者・企業など多様

な主体が健康づくりの取組を実施 
•データヘルス※・ICT※利活⽤、社会環境整

備、ナッジ※・インセンティブ※等新しい要素

も含める 

これまでの成果＝健康寿命の延伸 

ビジョン 

方向性 

•一部の指標が悪化 
•全体としては改善していても、一部の性・年

齢階級では悪化している指標がある 
•データの⾒える化・活⽤が不⼗分 
•PDCA サイクル※の推進が不⼗分 

現計画の課題 

•少子化・高齢化の進展、総人口・生産年齢人口の減少、独居世帯の増加 
•女性の社会進出、労働移動の円滑化、多様な働き方の広まりによる社会の多様化 
•あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーション※が加速 
•次なる新興感染症※も見据えた新しい生活様式への対応 

予想される 

社会変化 
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国の健康日本２１（第三次）※においては、「健康寿命の延伸と健康格差※の縮小」の実現を目

指し、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチ※の観点から

取組を進めるとしています。 
また、自殺総合対策大綱※においては、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

す」ために、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすこ

とを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させることを基本理念としています。 
 

■■健健康康日日本本２２１１（（第第三三次次））※※のの概概念念図図  

資料：厚生労働省「健康日本２１（第三次）※の概要」 
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001158810.pdf 

 
■■自自殺殺総総合合対対策策大大綱綱※※のの基基本本理理念念  

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増や

すことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる 
【阻害要因】過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等 
【促進要因】自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等 

資料：厚生労働省「自殺総合対策大綱※（令和４年１０月閣議決定）」 
https://www.mhlw.go.jp/content/001002255.pdf  
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２ 計画の位置付け 
 
 
 
 

本計画は、健康増進法※第８条第２項に基づく市町村健康増進計画として、国の「健康日本２１

（第三次）※」、愛知県の「第３期健康日本２１あいち計画」を踏まえて策定しています。 
また、自殺対策基本法※第１３条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」と一体的に策定してお

り、国の「自殺総合対策大綱※」、県の「第４期愛知県自殺対策推進計画」を踏まえています。 
また、市の計画としては、「第８次西尾市総合計画」を上位計画とし、関連する各種計画との整

合を図っています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

健康にしお２１計画（第３次） 

愛愛知知県県   
第３期健康日本２１ 

あいち計画 

愛愛知知県県 
第４期愛知県自殺対策 

推進計画 

国国 
自殺総合対策大綱※ 

国国 
健康日本２１ 
（第三次）※ 

西西尾尾市市 
にしお未来創造ビジョン 

（第８次西尾市総合計画） 

自殺対策基本法※ 健康増進法※ 

（西尾市分野別計画） 
・地域福祉計画・地域福祉活動計画 
・食育※推進計画 
・国民健康保険データヘルス※計画 
・西尾市こども計画 
・障害者福祉計画（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画） 
・高齢者福祉計画・介護保険事業計画 
・スポーツ推進計画    等 
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３ 計画期間 
 
 
 

 
計画期間は、各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定

の期間を要すること、関連する計画（医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業（支援）計画

等）の計画期間等を踏まえ、令和７年度から令和１８年度までの１２年間とします。 
その間の取組状況等の成果については、５年後を目途に中間評価等を行います。また、社会情

勢等の変化を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 
 

 R6 ７ ８ ９ 10 １１ 12 １３ １４ １５ １6 17 18 

健康にしお２１

計画 

       
 
中間 
評価 

      

西尾市自殺 
対策計画 

             

（国） 
健康日本２１※ 

     
 
 

 
 
中間 
評価 

       

（県） 
健康日本２１ 
あいち計画 

      
 
中間 
評価 

       

 
 
 
 
  

第三次計画 

第３期計画 

第３次計画 

第３次計画 
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１ 統計データでみる本市の現状 
 
 
 
 

（１）⼈⼝の状況 

 
■■本本市市のの人人口口ピピララミミッッドド  

令和２年の総人口は１６９,０４６人で、高齢化率※は２５.８％（後期高齢化率※は１２.８％）となっ

ており、４人に１人が高齢者となっています。男性、女性ともに団塊ジュニアと呼ばれる世代（１９７１

～１９７４年生まれ）の多くを含む４５～４９歳人口が最も多く、次いで、団塊世代（１９４７～１９４９年

生まれ）が含まれる７０～７４歳人口が多くなっています。 
 

 

図表 2-1 人口ピラミッド（令和２年実績値） 

 【男性】                         【女性】 

 
資料：総務省「令和２年国勢調査」※不詳補完値 

  

3,394

4,011

4,170

4,008

3,933

3,943

4,399

5,020

5,448

6,229

5,303

5,004

4,675

5,212

5,877

4,508

3,624

2,764

1,930

0 2,000 4,000 6,000 8,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

3,587

4,199

4,291

4,317

4,748

4,971

5,361

5,653

6,063

7,057

5,833

5,087

4,783

5,118

5,666

4,007

2,602

1,524

727

02,0004,0006,0008,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

総総人人口口：：１１６６９９,,００４４６６人人、、高高齢齢化化率率※※：：22５５..８８％％（（後後期期高高齢齢化化率率※※：：１１２２..８８％％））  
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令和１７年の総人口は１６４,３６３人で、令和２年と比べて、５,０００人程度減少する見込みです。

また、高齢化率※は２８.９%（後期高齢化率※は１６.９％）となり、ますます高齢化が進展する見込み

です。 

 

 

 

図表 2-2 人口ピラミッド（令和１７年推計値） 

 【男性】                         【女性】 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」 

 

  

3,010

3,196

3,302

3,590

3,904

3,983

4,015

4,151

4,198

4,624

5,069

5,413

6,095

5,127

4,736

4,244

4,421

4,316

3,190

0 2,000 4,000 6,000 8,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

3,164

3,332

3,433

3,776

4,450

5,066

5,142

5,329

5,032

5,406

5,586

5,875

6,742

5,438

4,476

3,832

3,474

2,840

1,386

02,0004,0006,0008,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

（人）

総総人人口口：：116644,,336633 人人、、高高齢齢化化率率※※：：２２８８..９９％％（（後後期期高高齢齢化化率率※※：：１１６６..99％％））  
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（２）出⽣と死亡の状況 

  

■■出出生生数数・・出出生生率率のの推推移移  

平成２５年以降、本市の出生数は、減少傾向にあり、令和４年は１,０００人を下回っています。 

 

図表 2-３ 出生数・出生率の推移 

 
資料：愛知県「愛知県衛生年報」 

■■合合計計特特殊殊出出生生率率※※のの推推移移  

合計特殊出生率※は平成２９年以降、愛知県と同水準で推移していましたが、直近の令和４年

では、愛知県より低くなっています。 

 
図表 2-４ 合計特殊出生率※の推移 

 
資料：西尾市資料、人口動態統計 

1,397 1,412
1,346 1,352 1,309 1,258
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■■死死亡亡数数・・死死亡亡率率のの推推移移  

平成２５年以降、本市の死亡数は１,６００人前後で推移していたものの、令和３年以降増加し、

令和３年では１,８１６人、令和４年では１,９８３人となっています。 

また、死亡率は愛知県と比べて概ね高く推移しており、直近の令和４年では１１.７９（人口千対）

となっています。 

 
図表 2-５ 死亡数・死亡率の推移 

 
資料：愛知県「愛知県衛生年報」 
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■■標標準準化化死死亡亡比比（（SSMMRR））  

本市の標準化死亡比（ＳＭＲ）をみると、愛知県と比べて、男性では「肺炎」「腎不全」「脳血管

疾患」が高く、女性では「肺炎」「肝疾患」「糖尿病」が高くなっています。 

 

図表 2-６ 男性の標準化死亡比（SMR）（平成３０年～令和４年） 

 
資料：愛知県「愛知県衛生研究所」 

 
図表 2-７ 女性の標準化死亡比（SMR）（平成３０年～令和４年） 

 
資料：愛知県「愛知県衛生研究所」 
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標準化死亡比（SMR）は全国を基準（＝１００）とした場合に、西尾市と愛知県でそれぞれ年齢調整し

た死亡率（死亡の起こりやすさ）がどの程度かを表しています。 

１００以上の場合は全国よりも死亡率が高いことを意味し、１００以下の場合は死亡率が低いことを意

味します。 
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■■主主要要死死因因別別死死亡亡率率・・死死亡亡数数  

本市の死亡状況を主要死因別にみると、令和４年では老衰を除くと、「悪性新生物」「心疾患」

「脳血管疾患」「肺炎」が上位を占めています。いずれの死因についても、死亡率（人口１０万対）

は愛知県を上回っています。 
図表 2-8 主要死因別死亡率・死亡数                            上段：死亡数、下段：人口１０万対 

 H２９ H３０ R1 R2 R３ R4 
愛知県 

（R４） 

結核 
５人 ０人 １人 ０人 １人 ２人 ９７人 

3.0 0.0 0.6 0.0 0.6 1.2 １.３ 

悪性新生物 
４８２人 ４５３人 ４５７人 ４２８人 ４７１人 ４８５人 ２０,５５３人 

284.6 267.1 268.8 253.2 279.4 288.3 2８４.４ 

糖尿病 
１９人 １５人 １６人 ２１人 １１人 １７人 ５９９人 

11.2 8.8 9.4 12.4 6.5 10.1 ８.３ 

高血圧性疾患 
８人 ８人 ８人 ４人 ４人 ７人 ２６２人 

4.7 4.7 4.7 2.4 2.4 4.2 ３.６ 

心疾患 
２５２人 ２３６人 ２３０人 ２１５人 ２６１人 ２７９人 ９,５７５人 

148.8 139.2 135.3 127.2 154.8 165.9 1３２.５ 

脳血管疾患 
１１８人 １３１人 １２９人 １０３人 １１５人 １４５人 ５,０１３人 

69.7 77.2 75.9 60.9 68.2 86.2 6９.４ 

肺炎 
１６２人 １４６人 １３５人 １２０人 １３２人 １０２人 ３,２４５人 

95.7 86.1 79.4 71.0 78.3 60.6 4４.9 

COPD※ 
１３人 １３人 ２０人 ６人 ２０人 １６人 ７２７人 

7.7 7.7 11.8 3.5 11.9 9.5 10.１ 

肝疾患 
２８人 １８人 １７人 １２人 １６人 ２６人 ９２５人 

16.5 10.6 10.0 7.1 9.5 15.5 12.８ 

腎不全 
３７人 ３２人 ３３人 ２７人 ２９人 ４１人 １,４６２人 

21.8 18.9 19.4 16.0 17.2 24.4 ２０.２ 

老衰 
１５４人 １８１人 １９１人 １９７人 ２２４人 ２４１人 １０,６７９人 

90.9 106.7 112.4 116.5 132.9 143.3 1４７.７ 

不慮の事故 
５１人 ５７人 ５１人 ５９人 ７４人 ７０人 ２,１４２人 

30.1 33.6 30.0 34.9 43.9 41.6 2９.６ 

自殺 
２０人 ２７人 １６人 ３１人 ２３人 ３０人 １,１３９人 

11.8 15.9 9.4 18.3 13.6 17.8 15.８ 

その他 
３３３人 ３４１人 ３７６人 ３７８人 ４３５人 ５２２人 ２４,７６５人 

１９６.６ ２０１.１ ２２１.２ ２２３.６ ２５７.３ ３１０.３ ３４１.１ 

合 計 
１,６８２人 １,６５８人 １,６８０人 １,６０１人 １,８１６人 １,９８３人 ８１,１８３人 

993.2 977.6 988.3 947.1 1,077.2 1,178.9 1,１２３.２ 

資料：愛知県「愛知県衛生年報」 
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■■年年齢齢別別・・死死因因別別死死亡亡数数  

本市の死亡状況を年齢別・死因別にみると、２９歳以下、３０代については、「自殺」が最も多く

なっています。年齢が高くなるにつれて、「悪性新生物」の死亡数が増加しており、５０代～７０代の

全死因に占める「悪性新生物」の割合は４０％を超えています。 
 
図表 2-9 年齢別・死因別死亡数                                                       （人） 

 
２９歳 

以下 
３０代 40 代 ５０代 ６０代 ７０代 

８０歳 

以上 
総数 

結核 ０ ０ ０ １ ０ ０ ３ ４ 

悪性新生物 ５ １３ ４３ １１２ ３４０ ７２４ 1,057 2,294 

糖尿病 ０ ０ １ ２ ８ １５ ５４ ８０ 

高血圧性疾患 ０ ０ ０ ０ ０ ４ ２７ ３１ 

心疾患 ２ ２ １１ ２６ ７０ ２１３ ８９７ 1,221 

脳血管疾患 １ ２ １６ ２６ ５０ １１６ ４１２ ６２３ 

肺炎 ０ １ ２ ５ １８ １００ ５０９ ６３５ 

ＣＯＰＤ※ ０ ０ ０ １ １ １８ ５５ ７５ 

肝疾患 ０ ０ ３ １０ ２４ １８ ３４ ８９ 

腎不全 ０ ０ １ １ １０ ２６ １２４ １６２ 

老衰 ０ ０ ０ ０ ３ ４４ ９８７ 1,034 

不慮の事故 ７ ２ ３ ９ ２５ ６７ １９８ ３１１ 

自殺 １９ １６ ３２ １８ １５ １５ １２ １２７ 

その他 ２０ １５ ２５ ６８ １８４ ４４８ 1,292 2,052 

合 計 ５４ ５１ １３７ ２７９ ７４８ 1,808 5,661 8,738 

資料：人口動態調査（H３０～R４） 
図表 2-10 年齢別の死因の上位項目（その他を除く） 

 
２９歳 

以下 
３０代 40 代 ５０代 ６０代 ７０代 

８０歳 

以上 
総数 

第１位 

自殺 自殺 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

３５.２％ ３１.４％ ３１.４％ ４０.１％ ４５.５％ ４０.０％ １８.７％ ２６.３％ 

第２位 

不慮の事故 悪性新生物 自殺 心疾患 心疾患 心疾患 老衰 心疾患 

１３.２％ ２５.５％ ２３.４％ ９.３％ ９.４％ １１.８％ １７.４％ １４.０％ 

第３位 

悪性新生物 心疾患他 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 心疾患 老衰 

９.７％ ３.９％ １１.７％ ９.３％ ６.７％ ６.４％ １５.８％ １１.８％ 

資料：人口動態調査（H３０～R４） 
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■■部部位位別別悪悪性性新新生生物物死死亡亡率率・・死死亡亡数数  

本市の悪性新生物の死亡状況を部位別にみると、令和４年では「気管、気管支及び肺」「大腸」

「胃」が上位を占めています。本市の死亡率（人口１０万対）は概ねの部位で愛知県を上回ってお

り、特に「肝及び肝内胆管」でその傾向が顕著です。 
 
図表 2-11 部位別悪性新生物死亡率・死亡数                   上段：死亡数、下段：人口１０万対 

 H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ 

  愛知県 

男 女 （R４） 

食道 
７人 ７人 １０人 ４人 ８人 ８人 ７人 １人 ５５５人 

4.1 4.1 5.9 2.4 4.7 4.8 8.2 1.2 ７.７ 

胃 
７３人 ５３人 ６４人 ６３人 ５３人 ５６人 ４４人 １２人 ２,３５０人 

43.1 31.3 37.7 37.3 31.4 33.3 51.7 14.4 ３２.５ 

大腸 
８０人 ６１人 ６６人 ６３人 ７８人 ６８人 ４０人 ２８人 ２,８７８人 

47.2 36.0 38.8 37.3 46.3 40.4 47.0 33.7 39.８ 

肝及び 

肝内胆管 

３３人 ４８人 ３４人 ２８人 ４１人 ３９人 ２７人 １２人 １,１１５人 

19.5 28.3 20.0 16.6 24.3 23.2 31.7 14.4 1５.4 

胆のう及び 

その他の胆道 

２０人 ２２人 ２５人 ２２人 ２４人 ２１人 １３人 ８人 ８４７人 

11.8 13.0 14.7 13.0 14.2 12.5 15.3 9.6 １１.７ 

すい臓 
４３人 ３９人 ４２人 ４４人 ５０人 ５０人 ２６人 ２４人 ２,１６６人 

25.4 23.0 24.7 26.0 29.7 29.7 30.6 28.9 ３０.0 

気管、気管支

及び肺 

１０２人 ８４人 ８８人 ９２人 ９６人 ９８人 ７１人 ２７人 ４,２３４人 

60.2 49.5 51.8 54.4 56.9 58.3 83.4 32.5 ５８.６ 

乳房 
１６人 １８人 ２０人 １２人 １２人 １７人 ０人 ０人 ８３３人 

9.4 10.6 11.8 7.1 7.1 10.1 0.0 20.5 １１.５ 

子宮 
８人 １０人 ７人 ５人 １１人 １１人 ０人 １１人 ３８２人 

4.7 5.9 4.1 3.0 5.9 6.5 0.0 13.2 5.3 

前立腺 
１５人 １８人 １９人 １１人 １７人 １７人 １７人 ０人 ６７０人 

8.9 10.6 11.2 6.5 10.1 10.1 20.0 0.0 ９.３ 

白血病 
７人 １０人 ９人 ６人 ９人 １５人 ８人 ７人 ５５０人 

4.1 5.9 5.3 3.5 5.3 8.9 9.4 8.4 ７.６ 

その他 
７８人 ８３人 ７３人 ７８人 ７３人 ８５人 ５０人 ３５人 ３,９５３人 

46.1 48.9 42.9 46.1 43.3 50.5 58.8 42.1 54.７ 

合 計 
４８２人 ４５３人 ４５７人 4２８人 ４７１人 ４８５人 ３０３人 １８２人 ２０,５３３人 

２８４.６ ２６７.５ ２６８.８ ２５３.２ ２７９.４ 288.３ ３５６.１ ２１９.０ ２８４.１ 

資料：愛知県「愛知県衛生年報」 
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（３）医療費の状況 

 
■■国国民民健健康康保保険険加加入入者者のの医医療療費費のの状状況況  

外来・入院ともに生活習慣病に関連する疾患が医療費の多くを占めています。 
 
図表 2-12 外来医療費 

   
資料：国保データベース（KDB）システム※「健康スコアリング（医療）（令和５年度）」 

※外来医療費全体を１００％として計算 

※枠囲みは生活習慣病に関連する疾患が多い分類 

 
 
図表 2-13 入院医療費 

   
 
資料：国保データベース（KDB）システム※「健康スコアリング（医療）（令和５年度）」 

※入院医療費全体を１００％として計算 

※枠囲みは生活習慣病に関連する疾患が多い分類 
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（４）平均寿命と健康寿命の状況 

 
■■平平均均寿寿命命とと健健康康寿寿命命  

本市の平均寿命は、国保データベース(ＫＤＢ)システム※では、男性が８１.０歳、女性が８７.４歳、

健康寿命は男性が７９.８歳、女性が８４.９歳となっています。また、平均寿命と健康寿命の差は、男

性が１.２歳、女性が２.５歳となっています。 
 
図表 2-14 平均寿命と健康寿命の差 

 【男性】                                  【女性】 

   
資料：国保データベース（ＫＤＢ）システム※「地域の全体像の把握（令和５年度）」 
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健康寿命とは「日常生活に制限のない期間」を表す指標です。平均余命は、ある年齢の

人があと何年生きることができるのか、を表している期待値のことで、ここでは０歳時点の平

均余命を示しています。 

国民健康保険中央会が開発した国保データベース（ＫＤＢ）システム※では、「日常生活

動作が自立している期間の平均」を指標とした健康寿命を算出しており、毎年「平均自立期

間」として公表しています。「平均自立期間」は平均余命から介護受給者台帳における「要

介護２以上」を除いたものです。 

本計画では、経年的に数値把握が可能な国保データベース（ＫＤＢ）システム※を活用し、

「平均余命」を「平均寿命」、「平均自立期間」を「健康寿命」として用います。 

平均余命＝平均寿命 

平均自立期間＝健康寿命 要介護２以上の期間 
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（５）要介護認定者数・要介護認定率の状況 

 
■■要要介介護護認認定定者者※※数数・・要要介介護護認認定定率率のの推推移移  

本市の要介護認定者※数は増加傾向にあり、令和６年では７,０００人に迫っています。また、要介

護認定率は国や愛知県と比べて、低い状態で推移しているものの増加傾向にあり、令和６年では

１５.４％となっています。 
 
図表 2-15  要介護認定者※数・要介護認定率の推移 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和４年以降は、「介護保険事業状況報告」月報） 

 
図表 2-16 要介護度別の認定者数                                             （人） 
 H２９ H３０ R1 R２ R３ R４ R５ R６ 

要支援１ ７７５ ７６２ ８２４ ８６５ ９９０ 1,095 1,245 1,326 

要支援２ ６５４ ６７９ ７２４ ７４２ ７４７ ７４４ ７００ ７３８ 

要介護１ 1,354 1,354 1,388 1,419 1,479 1,585 1,610 1,610 

要介護２ 1,093 1,193 1,189 1,189 1,109 1,068 1,018 1,041 

要介護３ 769 757 832 840 845 853 809 810 

要介護４ 803 776 814 741 791 842 809 812 

要介護５ 479 479 452 465 462 448 458 466 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和４年以降は、「介護保険事業状況報告」月報）（各年３月） 
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２ 第２次計画の健康指標の最終評価 
 
 
 

平成２６年度から令和５年度までを計画期間として推進してきた「健康にしお２１計画（第２次）」

では７分野で計６０の健康指標の目標値を設定していますが、その指標について、これまでの取組

状況を鑑みつつ、評価しました。 
自治体と保険者による一体的な健康づくり政策を実施するため医療費適正化計画等の期間と

一致させること等を目的に、国・愛知県ともに計画期間が１年延長され、令和６年度までの計画期

間となりました。 

（１）分野別健康指標の最終評価（結果） 

 
全体では目標を達成した指標（Ａ評価）は９にとどまり、改善したが目標値に届かなかった指標

（Ｂ評価）が１０、変化がなかった指標（Ｃ評価）が６、策定時より悪化した指標（Ｄ評価）が１４とい

う結果でした。 
分野別の結果をみると、「４ 歯・口の健康」は目標を達成した指標（Ａ評価）が多い一方、「１ 

生活習慣予防」「２ 食生活」「３ 身体活動※」については、改善しなかった指標（ＣＤ評価）が過

半数となっています。なお、達成率が算出できない指標等は、下記一覧表から除外しました。 
※生活習慣予防については、第２次計画策定時の値と単純比較できない指標があることから、最終評価で掲載している指標数が少

なくなっています。 

分野 指標 
最終評価結果 

A 評価 B 評価 C 評価 D 評価 

１ 生活習慣病予防 ６項目 １４指標 0 1 2 1 

２ 食生活 ４項目 ９指標 0 0 0 7 

３ 身体活動※ ２項目 ２指標 0 0 1 1 

４ 歯・口の健康 ９項目 １２指標 6 2 1 3 

５ たばこ ４項目 ６指標 0 3 1 0 

６ 健やか親子※ ６項目 １４指標 1 4 0 2 

７ こころの健康 3 項目 ３指標 2 0 1 0 

全体 ３４項目 ６０指標 9 10 6 14 

 
【評価基準】 

区分 判定基準 

A 目標を達成（達成率１００%以上） 

B 策定時より改善（達成率１０%以上１００%未満） 

C 変化なし（達成率‐１０%以上１０%未満） 

D 策定時より悪化（達成率‐１０%未満） 

  

※達成率（％）＝｛直近値‐ベースライン値（策定時）｝／

｛目標値‐ベースライン値（策定時）｝ 
※策定時の数値が不明なものについては、中間評価時

の数値を用いて算出 
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（２）今後の課題 

 
■■生生活活習習慣慣病病予予防防  

特定健康診査※、がん検診の受診率は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、受診者数

の減少がありましたが、その後は増加傾向にあります。受診しやすい環境づくりに努め、引き続き受

診率の向上に取り組む必要があります。高血糖者のうち未治療者の割合は策定時より改善はして

いるものの、目標値には到達しておらず、重症化予防の観点から引き続き対策が必要です。今後も

生活習慣病予防の効果的な対策ができるよう現状分析を進めていきます。 

 
■■食食生生活活  

肥満（BMI※２５以上）該当者の割合は、男性・女性ともに策定時よりも増加しており、愛知県の

割合を上回っています。朝食を抜くことが週３回以上ある人の割合、間食をする人の割合も増加し

ているため、自分の適性体重を知り、食生活を見直せるように知識の普及が必要です。肥満は生

活習慣病とつながりが深いことから、併せて検討を進めていきます。 

 
■■身身体体活活動動※※  

１日３０分以上の運動を週２回以上実施している人の割合は策定時より減少しています。また、

愛知県と比べても低調に推移していることから、現状を詳細に把握し、対策を検討していきます。 

 
■■歯歯・・口口のの健健康康  

子どものむし歯のない人の割合は各年齢で増加して目標を達成していますが、愛知県と比較す

ると低いため、引き続き乳幼児健診等の機会を通して周知する必要があります。 
歯周疾患検診の受診者数は減少しています。かかりつけ歯科医を持ち、定期的な受診につなが

るように、引き続き受診を促す必要があります。 
 
■■たたばばここ  

妊婦の喫煙率、児童の喫煙経験者の割合は減少していますが、子育て中の家庭における同居

家族の喫煙者の割合は約３割と高いため、引き続き受動喫煙防止を呼びかける必要があります。 
 
■■こここころろのの健健康康  

自殺者数は横ばいで、原因・動機は健康問題が最も多くなっています。悩みを抱える市民が適

切な相談機関につながるよう関係機関が相談の場の充実に努めています。引き続き相談しやすい

環境づくりやゲートキーパー※の養成を進めていきます。 
 
■■健健ややかか親親子子※※  

子育て分野は、西尾市こども計画と併せて検討していきます。 
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１ 基本理念 
 
 
 
 

本市では、平成１５年に策定した「健康にしお２１計画」、平成２６年に策定した「健康にしお２１

計画（第２次）」において、「生涯 笑顔でいきいきピンシャンくらせるまち 西尾」を基本理念に掲げ、

健康の増進や疾病予防を目指し、個人のみならず、家庭、地域、学校、企業、関係団体、行政等の

地域社会全体での健康づくりを推進してきました。 
今後も健康寿命の延伸や健康格差※の縮小、生活の質や社会環境の質の向上のために、本計

画においてもこの基本理念を踏襲し、健康づくりの取組を推進していきます。 
 
■基本理念 
 

 
 
■基本的な視点 

  

生生涯涯  笑笑顔顔ででいいききいいきき  
ピピンンシシャャンンくくららせせるるままちち  西西尾尾  

１１．．生生活活習習慣慣病病のの予予防防にに向向けけたた視視点点  

生生活活習習慣慣のの改改善善にによよりり病病気気のの発発症症をを予予防防すするる対対策策をを充充実実すするるととととももにに、、健健康康

診診査査等等にによよるる早早期期発発見見・・早早期期治治療療、、重重症症化化予予防防にに重重点点をを置置いいたた対対策策をを推推進進ししまま

すす。。  

  

２２．．ラライイフフココーーススアアププロローーチチ※※のの視視点点  

胎胎児児期期かからら高高齢齢期期にに至至るるままでで人人のの一一生生をを通通ししてて継継続続ししたた対対策策をを講講じじるる切切れれ目目

ののなないい健健康康づづくくりりをを推推進進しし、、生生活活習習慣慣やや食食生生活活のの改改善善、、運運動動習習慣慣のの定定着着等等、、必必

要要なな機機能能のの維維持持向向上上をを図図りりまますす。。  

  

３３．．健健康康づづくくりりのの輪輪をを広広げげるる視視点点  

働働きき方方ややラライイフフススタタイイルル等等ののあありり方方がが多多様様化化すするる中中、、健健康康づづくくりりにに関関すするる新新たたなな

つつななががりりをを支支援援しし、、市市、、市市民民、、地地域域、、学学校校、、民民間間事事業業者者等等がが一一体体ととななっってて、、社社会会全全

体体でで誰誰一一人人取取りり残残ささなないい健健康康づづくくりりをを展展開開ししまますす。。  
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２ 施策の体系 
 
 
 
 

基本理念を達成するために、中目標・大目標を定め、施策の取組を推進します。なお、大目標に

は重点目標を設定しています。 
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３ 重点⽬標 
 
 
 
 

（１）⽣活習慣の改善により病気の発症を予防するとともに、 
早期発⾒、早期治療により重症化を防ぐ 

 
本市では、全国・愛知県と同様に死因に占める生活習慣病の割合が高く、死因別死亡割合の

半数以上を占めています。そのため、生活習慣を改善して病気になりにくい体づくりや、健診の受

診による生活習慣病の早期発見・早期治療、さらには重症化を予防することが必要不可欠です。 
本市の国民健康保険特定健康診査※（以下「国保特定健診」とする）の受診率は、愛知県と比

べて低い状況です。また、健康にしお２１計画市民アンケ―トのがん検診の受診率についても、国の

目標値である６０％には達していません。生活習慣病は自覚症状がないまま進展していることがあ

ること、また健診を生活習慣改善のきっかけ作りとしてもらうためにも、健診受診を働きかけ、早期

発見・早期治療につなげていく必要があります。 
 

（２）⼀⽣、⾃分の⻭で⾷べることができる 

 
歯や口腔は、食事や声に密接に関連し、健康で質の高い生活（生涯を通じて豊かで自分らしい

人生）を送るために重要です。特に、かむことはバランスの良い栄養をとるだけでなく、運動機能や

全身の健康との関連が注目されています。 
本市では愛知県と比べて、何でもかんで食べることができる人の割合とむし歯のない子どもの

割合が低い状況です。また、歯周疾患検診受診者で歯周病と診断される人が多くみられます。 
何でもかんで食べるためには、むし歯と歯周病の予防をはじめ、子どもから高齢者まで、それぞ

れの年代の課題を踏まえた歯科口腔保健対策に力を入れていく必要があります。 
 

（３）こころの悩みについて相談できる 

 
こころの健康には、個人の性格や資質のほかに、傷病、家庭や職場の状況、経済・生活問題、対

人関係等、様々な要因が影響します。困った時に相談できることは大切なことであり、相談先を知ら

ない人が少しでも減るようにしていくことが重要です。 
このため、メンタルヘルスの正しい知識の普及啓発やこころの健康づくりの推進を継続していくと

ともに、相談先の周知やゲートキーパー※養成等の研修の機会を確保し、人材育成に努めます。 
また、市、医療機関、福祉事業者、学校、企業、そして市民一人ひとりがこころの健康に関する気

づきや相談機能を高め、生きることへの包括的な取組を進めます。
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１ ⽣活習慣病予防 
 
 
 
 

（１）現状と課題 

 
○国保特定健診の受診率は、令和２年度以降、愛知県と比べて低くなっています。令和５年度の

国保特定健診の受診率は３２.７％となっており、目標とする受診率には至っていません（図表

４-1）。 
 
○国保特定健診の結果をもとに実施する国保特定保健指導※の利用率（令和元年度～令和５

年度）をみると、令和５年度は３２．６％となっており、目標とする利用率には至っていません。（

図表４-2）。 

 

○令和５年度に実施した市民アンケートの健康診査の受診状況（民間企業に勤めている方を

含む）をみると、「毎年受けている」の割合は 69.0%、「受ける年と受けない年がある」の割合

は１４.１%、「受けていない」の割合は、１６.７%となっています。健康診査を受けていない主な

理由として、「必要な時にいつでも医療機関を受診できる」「費用がかかる」「めんどう」「入

院または通院している」の順に割合が高くなっています（図表４-3）。 

 

○令和５年度に実施した市民アンケートのがん検診の受診率は胃がん、大腸がん、肺がん、子

宮頸がん、乳がんでそれぞれ３５.0%、３８.2%、３６.3%、４５.2%、４３.8%となっており、国の

目標値である６０%に至っていません（図表４-4）。 

 

○令和４年度の本市が実施しているがん検診の受診率は胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸が

ん、乳がんでそれぞれ５．６%、7.7%、８．６%、８.５%、８．１%となっており、胃がん、大腸がん、

肺がんは愛知県と比べて低くなっています（図表４-5）。 

 

○高血糖者の割合は、男性が１３.１%、女性が６.8%となっています（図表４-6）。また、高血圧

者の割合は、男性が４１.８%、女性が３１.６%となっています（図表４-7）。 

 

○脂質異常者の割合は、男性が４９.５%、女性が４９.８%で、愛知県と比べて高くなっています（

図表４-8）。 
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図表４-1 国保特定健診受診率の推移 

 

 

資料：AI Cube※「法定報告値」 

 
図表４-2 国保特定保健指導※利用率の推移 

 

 
資料：保険年金課 
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図表４-3 健康診査の受診状況と健康診査を受けていない主な理由 

 

 
 

 

 

   
資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

※比率は全てパーセントで表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出。そのため、パーセントの合計が１００％にな

らないことがあります。（以降、同様） 
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と回答した人が回答 
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図表４-4 がん検診等の受診率 

 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 

  

35.0 

38.2 

36.3 

45.2 

43.8 

11.6 

61.6 

57.7 

59.7 

49.4 

53.1 

79.9 

0.6 

0.5 

0.5 

2.2 

1.8 

2.7 

3.6 

3.6 

3.1 

3.1 

6.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

胃がん

大腸がん

肺がん

子宮頸がん

乳がん

骨粗しょう症

（％）

受けている 受けていない 受ける必要がない 無回答



 

32 

図表４-5 本市が実施しているがん検診の受診率の推移 

 
 【胃がん】                             【大腸がん】 

   
 

 

 

 

 

 

 【肺がん】                            【子宮頸がん】 

   
 【乳がん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県「がん検診結果報告（令和４年度）」 
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図表４-6 高血糖者の割合 

 

【男性】                                【女性】 

   

資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

※高血糖者：ＨｂＡ１ｃ※≧６．５％または空腹時血糖≧１２６ｍｇ/ｄｌ（病院受診勧奨値） 

 

図表４-7 高血圧者の割合 

 

【男性】                                【女性】 

   

資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

※高血圧者：収縮期血圧≧１４０ｍｍＨｇまたは拡張期血圧≧９０ｍｍＨｇ（病院受診勧奨値） 

 

図表４-8 脂質異常者の割合 

 

【男性】                                【女性】 

   

資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

※脂質異常者：中性脂肪≧300mg/dl または HDL コレステロール※＜35mg/dl または LDL コレステロール※≧

140mg/dl または non－HDL コレステロール※≧170mg/dl（病院受診勧奨値） 
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（２）⽬標・健康指標 

 
■目標 
 

 
■健康指標 
 

  指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  中中間間評評価価  最最終終目目標標  

（（RR５５））  （（RR１１１１))  （（RR１１７７))  

1 国保特定健診受診率 西尾市国民健康保険加入者 32.7% 60.0％ 60.0% 

2 国保特定保健指導※利用率 
国保特定健診受診者のうち 

特定保健指導※対象者 
32.6% 60.0% 60.0% 

3 がん検診受診率 市民 

胃がん 35.0% 

60.0％ 60.0% 

大腸がん 38.2% 

肺がん 36.3% 

子宮頸がん 45.2% 

乳がん 43.8% 

 
資料 1.2. AI Cube※「法定報告値」 

3. 西尾市「健康にしお21計画市民アンケート（令和５年度）」 

 
  

健健診診やや特特定定保保健健指指導導※※をを活活用用すするる  
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■参考指標 
 

  指指標標項項目目  対対象象  現現状状値値  

1 西尾市がん検診受診率 市民 

胃がん ５.６% 

大腸がん 7.7% 

肺がん 8.6% 

子宮頸がん 8.5% 

乳がん 8.1% 

2 高血糖者の割合 

特定健診受診者 

男性 13.1％ 

女性 6.8％ 

3 高血圧者の割合 

男性 41.8％ 

女性 31.6％ 

4 脂質異常者の割合 

男性 49.5％ 

女性 49.8％ 

 
資料 1. 愛知県「がん検診結果報告（令和4年度）」 

※胃がん（40歳以上）、大腸がん（40歳以上）、肺がん（４０歳以上）、子宮頸がん（２０歳以上女性） 

乳がん（40歳以上女性） 

2.3.4. 愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 
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（３）主な取り組み 

 
■市民の取り組み 

 
 
■地域・職場等の取り組み 

 

 

■行政の取り組み  

 

取組内容 担当課・関係機関 

① がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん）を実施します。一定の年齢の

方を対象に、無料クーポンを交付するなど、受診しやすい環境を整備

し、受診率向上に努めます。 

健康課 

② ３９歳以下で職場や学校等で健診を受ける機会がない人に、健診の

機会を確保します。 
健康課 

③ ４０歳以上の市民を対象にがん検診も同時受診可能な人間ドックを実

施します。 
健康課 

④ 健康に関する個別の相談に医師・管理栄養士・歯科衛生士・保健師

が応じ、必要な支援を実施します。 
健康課 

⑤ ４０歳以上の西尾市国民健康保険加入者と後期高齢者※医療保険加

入者を対象として健診を実施し、受診率向上に努めます。 
保険年金課 

○○定定期期健健診診をを受受けけてて、、病病気気のの早早期期発発見見にに努努めめまますす。。  

○○健健診診後後にに治治療療等等がが必必要要なな場場合合ににはは、、早早期期治治療療をを心心ががけけまますす。。  

○○医医師師会会はは、、市市のの健健康康づづくくりり事事業業にに積積極極的的にに協協力力すするるととととももにに、、  

地地域域住住民民にに対対すするる知知識識のの普普及及やや、、健健診診をを受受けけややすすいい環環境境づづくくりりをを進進めめまますす。。  

○○薬薬剤剤師師会会はは、、かかかかりりつつけけ薬薬局局をを通通じじてて、、リリーーフフレレッットトのの配配布布等等にによよりり、、  

生生活活習習慣慣病病予予防防ににつついいててのの知知識識のの普普及及啓啓発発にに努努めめまますす。。  

○○商商工工会会議議所所等等はは、、関関係係機機関関とと連連携携ののううええ、、各各種種健健診診ににつついいててのの情情報報提提供供をを行行うう  

ととととももにに、、健健診診をを受受けけややすすいい環環境境づづくくりりをを進進めめまますす。。  
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取組内容 担当課・関係機関 

⑥ 特定保健指導※を実施し、食事・運動など生活習慣の改善を支援しま

す。 
保険年金課 

⑦ 糖尿病・高血圧・糖尿病性腎症が重症化するリスクの高い対象者に

対し、保健師・管理栄養士等により生活習慣の改善を支援します。 

保険年金課 

長寿課 

⑧ 後期高齢者※健診の質問票を用いて、虚弱の高齢者をスクリーニング

し、フレイル※予防の普及啓発及び支援につなげます。 

保険年金課 

長寿課 

⑨ 健診受診歴や医療機関の受診歴がない健康状態不明の高齢者を対

象に、家庭訪問にて健康状態を把握し、必要な支援を実施します。 

保険年金課 

長寿課 

⑩ 児童・生徒を対象に、学校健診を実施し、異常時は早期受診を促しま

す。 
学校教育課 

⑪ 児童・生徒を対象に、がん教育を実施します。 学校教育課 
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２ ⾷⽣活 
 
 
 
 

（１）現状と課題 

 
○適正体重を維持している人の割合は、男性が６０.8%、女性が６６.1%となっており、男女とも

に愛知県よりも低くなっています。自分の適性体重を知り、適切な食行動について普及・啓発

が必要です（図表４-9）。 

 

○朝食を週３回以上抜いている人の割合は、男性が１７.7%、女性が８.9%となっており、食生

活の乱れが懸念されます（図表４-10）。 

 

○小・中学生の朝食欠食状況は、中学生３年生の「あまり食べていない」の割合が６.１%、「全

く食べていない」の割合が４.４%で合わせて１割を超えています（図表４-11）。 

 

○自分の食生活について感じることについて「改善したいと思う」「改善したいと思うが変えるこ

とが難しい」「問題があると思うが、改善したいとは思わない」の割合の合計が３４.8%となっ

ています。また、食生活で問題がある点として、「栄養のバランスが悪い」「間食が多い」「食

べ過ぎてしまう」の順に割合が高くなっています（図表４-12）。 
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図表４-9 適正体重を維持している人（BMI※１８.５以上２５未満）の割合 

 

【男性】                                【女性】 

   

資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

 
図表４-10 朝食を週３回以上抜いている人の割合 
 

【男性】                                【女性】 

   
資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

 
図表４-11 小・中学生の朝食欠食状況 
 

 
資料：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 
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図表４-12 自分の食生活について感じることと食生活で問題があると感じている点 
 

  
 

 

 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 
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（２）⽬標・健康指標 

 
■目標 
 

 
■健康指標 
 

  指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  中中間間評評価価  最最終終目目標標  

（（RR３３））  （（RR１１１１))  （（RR１１７７))  

１ 
適正体重を維持して

いる人の割合 
特定健診受診者 

男性 60.8% 63.4% 

66.0% 

女性 66.1% 66.1% 

２ 
朝食を週３回以上抜

いている人の割合 
特定健診受診者 

男性 17.7% 16.5% 15.2% 

女性 8.9% 7.8% 6.7% 

 
資料 1.2. 愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和3年度）」 

 

  

１１日日３３食食、、主主食食・・主主菜菜・・副副菜菜をを組組みみ合合わわせせたたババラランンススのの良良いい食食事事ををととるる  
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（３）主な取り組み 

 
■市民の取り組み 

 
 
■地域・職場等の取り組み 

 
 

■行政の取り組み  

 

取組内容 担当課・関係機関 
① 保健師、看護師、管理栄養士、運動指導士等により、生活習慣病を改

善するための教育を実施します。 
健康課 

② 生活習慣病の予防のため、肥満を改善するための教室を実施します。 健康課 
③ 管理栄養士が、高血圧・糖尿病の重症化リスクの高い市民を対象に

個別で食生活の改善を支援します。 
健康課 

④ 児童・生徒に対し、朝食欠食等の生活習慣をチェックする機会を設け、

食をテーマとした授業の実施や食に関する通信を発信し、知識の啓発

をします。 
学校教育課 

⑤ 「西尾版食育プログラム※」を普及し、普段の食事や生活習慣につい

て学ぶ機会を作ります。特に、食育※を学習する機会の少ない大人を対

象に、食育※の普及、啓発を図ります。 
農水振興課 

⑥ 関係団体と連携し、市民向けに食育※に関する啓発イベントを実施しま

す。 
農水振興課 

○○適適正正体体重重をを知知りり、、定定期期的的なな体体重重測測定定とと適適切切なな食食事事量量をを心心ががけけまますす。。  

○○朝朝食食をを毎毎日日食食べべまますす。。  

○○１１日日３３食食、、主主食食・・主主菜菜・・副副菜菜をを組組みみ合合わわせせたたババラランンススのの良良いい食食事事をを心心ががけけまますす。。  

○○健健康康づづくくりりボボラランンテティィアア※等等のの団団体体はは、、地地域域ででのの料料理理教教室室等等をを開開催催しし、、  

楽楽ししくく食食のの大大切切ささをを広広げげてていいききまますす。。  

○○栄栄養養士士会会はは、、市市民民にに対対すするる食食育育※※講講座座ややイイベベンントト等等をを通通じじてて、、  

栄栄養養のの知知識識をを普普及及ししてていいききまますす。。  
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取組内容 担当課・関係機関 
⑦ 食に関する通信を発行し、園児・保護者への正しい知識の普及・啓発

に努めます。 
保育課 

⑧ 園児に栄養教室を実施し、食育※チャレンジ表に取り組み、食への興

味・関心を高めます。 
保育課 

⑨ 高齢者を対象に栄養に関する講座を実施します。 長寿課 
⑩ 栄養状態の改善が必要な高齢者に対し、栄養士が訪問をして相談や

支援を実施します。 
長寿課 

⑪ 糖尿病の予防･療養等に関する外来糖尿病教室を実施します。 西尾市民病院 
⑫ 市民を対象に、糖尿病についての正しい知識の普及・啓発と予防推進

を目的として、糖尿病デーイベントを実施します。 
西尾市民病院 

⑬ 事業所（特定給食施設※）に対する栄養指導を実施します。 愛知県西尾保健所 
⑭ 住民が食育※・健康づくりに向けた取組を実践できる食環境を整備し

ます。 
愛知県西尾保健所 

⑮ 健康と食に関する正しい知識・情報について、健康教育を通して啓発

します。 
愛知県西尾保健所 
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３ ⾝体活動 
 
 
 
 

（１）現状と課題 

 
○歩行または同等の身体活動※を１日１時間以上実施している人の割合は、男女ともに４０.1%

と愛知県よりも低くなっています。日常生活での身体活動※を増やすなど、意識的に体を動か

すことが必要です（図表４-13）。 

 

○１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施している人の割合は、男性で

２５.２%、女性で１７.５%であり、男女ともに愛知県よりも低くなっています。ライフスタイル等の

変化により、さらなる運動習慣の低下が懸念されています（図表４-14）。 

 

○運動不足と感じている人の割合をみると、「感じる」の割合が４１.２%、「まあ感じる」の割合が

２９.２％となっています（図表４-15）。現在実施している運動として、「ウォーキング」「健康体

操、ラジオ体操など」「筋力トレーニング」が上位を占めています（図表４-16）。 

 

○「歩きたくなる空間」について、近くに「ない」の割合が４９.6%となっています（図表４-17）。 

 
  



第４章 施策の推進 

45 

図表４-13 歩行または同等の身体活動※を１日１時間以上実施している人の割合 

 

【男性】                                【女性】 

   
資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

 
図表４-14 １回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施している人の割合 
 

【男性】                                【女性】 

   
資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

 
図表４-15 運動不足と感じている人の割合 
 

 
資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 

  

40.1 

40.2 

0 20 40 60 80 100

西尾市

愛知県

(%)

40.1 

41.4 
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西尾市

愛知県
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17.5 

22.4 
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西尾市

愛知県
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まあ感じる

29.2あまり感じない

22.2

ほとんど（全く）

感じない

5.8

わからない

1.0

無回答

0.6 (単位：%)
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図表４-16 現在実施している運動の種類 
 

 
資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 
図表４-17 「歩きたくなる空間」が近くにあると回答した人の割合 
 

 
資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 

  

32.1

4.6

2.5

11.4

4.3

11.0

1.2

5.8

2.7

0.6

0 20 40 60 80 100

ウォーキング

ジョギング

サイクリング

健康体操、ラジオ体操など

ヨガ、太極拳

筋力トレーニング

水泳

球技（卓球、テニス、

バレーボールなど）

ゲートボール・グランドゴルフ

柔道・剣道・空手などの武道

（％）

ある

39.3

ない

49.6

わからない

10.2

無回答

0.9

(単位：%)
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（２）⽬標・健康指標 

 
■目標 
 

 
■健康指標 
 

  指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  中中間間評評価価  最最終終目目標標  

（（RR３３））  （（RR１１１１))  （（RR１１７７))  

１ 

歩行または同等の身

体活動※を１日１時間

以上実施している人

の割合 

特定健診受診者 

男性 ４０.１% ４５.１% 

５０.１% 

女性 ４０.1% ４５.1% 

２ 

１回３０分以上の軽く

汗をかく運動を週２日

以上、１年以上実施し

ている人の割合 

特定健診受診者 

男性 ２５.２% ３０.２% ３5.2% 

女性 １７.５% ２２.５% ２７.５% 

 
資料 1.2. 愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和3年度）」 

 

  

日日常常生生活活ででのの身身体体活活動動※※をを増増ややすす  
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（３）主な取り組み 

 
■市民の取り組み 

 
 
■地域・職場等の取り組み 
 

 

 

■行政の取り組み  

 

取組内容 担当課・関係機関 
① 運動による健康づくりに対してポイントを付与し、運動するきっかけを作

ります。 
健康課 

② 生活習慣病の予防のため、肥満を改善する教室を開催し運動する機

会を作ります。 
健康課 

③ 西尾市民げんきプラザの運動指導員が助言をし、運動習慣を身に付

ける機会を作ります。 
健康課 

④ 市内総合型地域スポーツクラブ※と連携を取り、市民にスポーツ情報

の提供を行うとともに、各クラブのサポートを行います。 
スポーツ振興課 

⑤ 多様化する住民ニーズに応えるとともに体力の向上と健康づくりのた

めに、スポーツ教室を開催します。 
スポーツ振興課 

⑥ 「地域に密着した活動」をメインテーマとしたスポーツ教室を開催しま

す。 
スポーツ振興課 

○○座座りりすすぎぎをを避避けけ、、毎毎日日適適度度なな身身体体活活動動※やや運運動動をを心心ががけけまますす。。  

○○自自動動車車ややエエレレベベーータターー等等のの利利用用をを控控ええめめににししてて、、歩歩数数をを増増ややししまますす。。  

○○親親子子でで体体をを動動かかすすよよううににししまますす。。  

○○地地域域やや職職場場でで、、体体操操ややレレククリリエエーーシショョンン等等をを通通じじてて、、身身近近なな運運動動のの機機会会をを  

増増ややししてていいききまますす。。  

○○健健康康づづくくりりボボラランンテティィアア※等等はは、、地地域域住住民民がが運運動動にに親親ししむむたためめのの取取組組をを進進めめまますす。。  

○○各各種種ススポポーーツツククララブブ・・ササーーククルル等等をを通通じじてて、、ラライイフフスステテーージジにに合合わわせせたた健健康康づづくくりり・・  

仲仲間間づづくくりりにに視視点点をを置置いいたたププロロググララムムやや運運動動をを楽楽ししむむ機機会会をを提提供供ししまますす。。  
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取組内容 担当課・関係機関 
⑦ 市内各地区で軽運動や体操等をする講座を開催し、運動するきっかけ

を作ります。 
生涯学習課 

⑧ 高齢者を対象に、健康体操や体力測定等を住み慣れた地域で実施し

ます。 
長寿課 

⑨ 運動機能の向上が必要な高齢者に対し、筋力向上トレーニング等を

実施します。 
長寿課 

⑩ 高齢者に対し、運動に関する講座を実施します。 長寿課 
⑪ 運動不足に起因する健康被害について考え、児童・生徒に対し、啓発

します。 
学校教育課 
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４ たばこ・アルコール 
 
 
 
 

（１）現状と課題 

 
＜喫煙の状況について＞ 

○喫煙者の割合をみると、男性が３３.３%、女性が７．０％であり、男性は愛知県より高くなってい

ます（図表４-18）。 

 

○防煙教室を実施した小学５、６年生の５６.７％が、「周囲でたばこを吸う人がいる」と回答して

います。そのうち、父が 60.1%で、最も高くなっています（図表４-19）。また、今までに喫煙歴

がある小学生の割合は１.１％となっています（図表４-20）。 

 

○喫煙が体に及ぼす影響として、「COPD※（慢性閉塞性肺疾患）」という病気を知らない人の

割合は４９.５%です。認知度の向上を目的とした啓発が必要です（図表４-21）。 

 

＜飲酒の状況について＞ 

○生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合は男性が１６.６％、女性が１９.５％

であり、愛知県よりは低いものの、適切な飲酒量を普及・啓発することが重要です（図表４-

22）。 
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図表４-18 喫煙者の割合 
 

【男性】                                【女性】 

   
資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

 
図表４-19 周囲でたばこを吸う人がいる小学生の割合 
 

  
資料：西尾市「防煙教室アンケート（令和５年度）」 ※市内９校実施（対象：小学５、６年生） 
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図表４-20 今までに喫煙歴がある小学生の割合 
 

 人数 割合 

ある ６人 １.１％ 

ない ５４６人 ９８.０％ 

無回答 ５人 ０.９％ 

資料：西尾市「防煙教室アンケート（令和５年度）」 ※市内９校実施（対象：小学５、６年生） 

 
図表４-21 「COPD※（慢性閉塞性肺疾患）」という病気を知っている人の割合 

 
資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 
図表４-22 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合 
 

【男性】                                【女性】 

   
資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

※１日あたりの飲酒量が男性は２合以上、女性は１合以上 
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1.5
(単位：%)

16.6 

19.2 

0 20 40 60 80 100

西尾市

愛知県

(%)

19.5 

21.0 

0 20 40 60 80 100

西尾市

愛知県

(%)



第４章 施策の推進 

53 

（２）⽬標・健康指標 

 
■目標 

 
■健康指標 
 

  指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  中中間間評評価価  最最終終目目標標  

（（RR３３））  （（RR１１１１))  （（RR１１７７))  

１ 喫煙者の割合 特定健診受診者 

男性 ３３.３% ２９.８% ２６.３% 

女性 ７.０% ５.６% ４.２% 

２ 

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒して

いる人の割合 

特定健診受診者 

男性 １６.６％ １４.８% １３.０% 

女性 １９.５% １２.３% ６.４% 

 
資料 1.2. 愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和3年度）」 

 

 

～～  適適切切なな飲飲酒酒ををすするるたためめにに  ～～ 

純純アアルルココーールル量量＝＝２２００ｇｇ相相当当  

種類 度数 量 

ビール ５％ ５００ｍｌ ロング缶 

酎ハイ ７％ ３５０ｍｌ 

ワイン １２％ ２００ｍｌ 小グラス２杯 

日本酒 １５％ １合弱 

焼酎 ２５％ １００ｍｌ 

ウイスキー ４３％ ６０ｍｌ ダブル 
  

禁禁煙煙すするる  

飲飲酒酒はは適適切切なな量量ととすするる  

厚生労働省が公表している「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、生活習慣病のリ

スクを高める飲酒量として、国の基本計画で１日当たりの「純アルコール量」を男性で４０ｇ以上、

女性で２０ｇ以上摂取した場合と定義され、それ以上飲酒する人の割合を減らしていくことを目標と

しています。お酒に含まれている純アルコール量を把握し、適切な飲酒を心がけましょう。 
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（３）主な取り組み 

 
■市民の取り組み 

 
 
■地域・職場等の取り組み 

 
 

■行政の取り組み  

 

取組内容 担当課・関係機関 
① 未成年者の喫煙対策として児童を対象に、はじめの１本を吸い始めな

い教育を実施します。 
健康課 

② 健診やホームページ等で COPD※（慢性閉塞性肺疾患）に関する情

報を発信します。 
健康課 

③ 妊婦の喫煙、同居家族の喫煙、妊婦の飲酒に対して情報提供や助言

を行います。 
健康課 

④ 生徒を対象に、喫煙、飲酒、薬物乱用防止の教育を実施します。 学校教育課 
⑤ 健診受診者のうち喫煙歴のある対象者に対し、禁煙指導を行います。 保険年金課 
⑥ ２０歳未満の者や子どもへの影響の大きい父母等に対する喫煙防止

対策及び若年女性に対する普及啓発を実施します。 
愛知県西尾保健所 

⑦ 施設管理者等を対象にした講習会開催及び相談・通報への対応を行

い、受動喫煙対策に努めます。 
愛知県西尾保健所 

⑧ 地域で支援を行う関係機関がアルコール健康障害に関する基礎知識

と介入方法を学び、対応力の向上及び連携体制の構築を図ります。 
愛知県西尾保健所 

 
  

○○たたばばここのの害害をを知知りり、、家家庭庭内内ででのの子子どどももへへのの受受動動喫喫煙煙のの防防止止にに努努めめまますす。。  

○○飲飲酒酒がが身身体体にに与与ええるる影影響響ににつついいてて知知識識をを身身にに付付けけまますす。。  

○○地地域域やや職職場場ででのの望望ままなないい受受動動喫喫煙煙ををななくくしし、、禁禁煙煙活活動動をを推推進進ししまますす。。  

○○医医師師会会等等はは、、禁禁煙煙やや飲飲酒酒にに関関すするる教教育育のの推推進進にに協協力力ししまますす。。  
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５ ⻭・⼝の健康 
 
 
 
 

（１）現状と課題 

 
○何でもかんで食べることができる人の割合は男女ともに年齢の上昇とともに低くなっており、

愛知県と比較しても低くなっています。特に６０代は愛知県との差が男性は４.1%、女性は３．

８％と大きくなります（図表４-23）。歯の喪失や歯周病の進行によりかみづらさを感じる人が

増加するため、高齢期になってから口腔機能の維持・向上を目指すのではなく、ライフコース

アプローチ※を意識した取組が必要であると考えられます。 

 
〇４０歳の歯周病(歯周ポケット 4mm 以上)の人の割合は愛知県より低くなっていますが、歯科

健診受診者の４割以上が歯周病です（図表４-24）。歯周病が様々な病気（糖尿病・脳梗

塞・認知症・低体重児出産等）と関連が深いことについて知らない人の割合は「知らない」

「聞いたことはあるが、詳しく知らない」の割合を合わせると約半数のため、今後は歯周病が

様々な病気と関連が深いことを市民に広く周知・啓発する必要があります（図表４-25）。 

 
○歯科健診を過去１年間に受診した人の割合は６３．１％です。また、受診していない人の理由

は「気になる自覚症状がない」が第１位になっています（図表４-26）。歯周病は症状なく進

行していき、歯を喪失する原因となることを周知し、セルフケア行動を取りながら、かかりつけ

歯科医を持ち、定期的な歯科健診を受診するように促す必要があります。 

 
○むし歯のある子どもの割合を平成２４年度と令和４年度を比較すると３歳児、年長児、小学３

年生、中学１年生の全ての年齢で大幅に低くなっていますが、愛知県と比較すると全ての年

齢で高くなっています（図表４-27）。また、乳歯・永久歯ともに年齢が高くなるにつれむし歯の

割合が増加しており、愛知県と比較してもほぼ全ての年齢で高くなっています（図表４-28）。

３歳児歯科健康診査におけるむし歯のある人の割合を愛知県内の市町村で比較すると西尾

市は６番目に多いです（図表４-29）。これらのことから今後も乳幼児期・学齢期のむし歯予

防に取り組んでいく必要があり、乳幼児期から正しい食習慣や歯みがきの習慣、むし歯や歯

周病の予防に関する知識を身に付ける必要があります。 

 
○仕上げみがきを行っている１歳６か月児の保護者の割合は７６.２％であり愛知県の６８.１%よ

りも高くなっていますが、年々低くなっています（図表４-30）。仕上げみがきをすることは、子ど

もが自分で歯をみがく行動を習慣づけること、乳幼児期のむし歯予防に重要であるため、保

護者がむし歯予防と口腔機能の発達に関する正しい知識の習得と生活習慣の確立ができる

ように支援していく必要があります。 
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図表４-23 何でもかんで食べることができる人の割合 

 
【男性】                                【女性】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和３年度）」 

 
図表４-24 歯周病(歯周ポケット 4mm 以上)の人の割合（４０歳） 

 

資料：愛知県「愛知県歯科保健事業実施報告（令和４年度）」 
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49.5 34.7 15.7 0.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

知っている 聞いたことはあるが、

詳しく知らない

知らない

（今回はじめて知った）

無回答

図表４-25 歯周病が様々な病気と関連が深いことに関する認知度 

 
 
 
 
 
 
 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 
※様々な病気（糖尿病、脳梗塞、認知症、腎臓病、心筋梗塞、狭心症、誤えん性肺炎、低体重児出産 等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
図表４-26 過去１年間に歯科健診を受診した人の割合 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 
 
  

63.1 36.4 0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(%)

受診した 受診していない 無回答

受診していない理由（上位３項目） 
１．気になる自覚症状がない 
２．めんどう 
３．時間がとれない 
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図表４-27 むし歯のある人の割合 
【３歳児】                                【年長児】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【３歳児】                                【年長児】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：愛知県「愛知県歯科保健事業実施報告（令和４年度）」 

 

図表４-28 乳幼児・児童・生徒のむし歯の状況 

 
資料：愛知県「愛知県歯科保健事業実施報告（令和４年度）」 

※小学１年生～中学１年生は名古屋市・豊橋市を除く 
※１歳６か月児、３歳児、年少児、年中児、年長児は乳歯。小学１年生以降は永久歯  
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図表４-29 ３歳児歯科健康診査におけるむし歯のある人の割合（県内市町村比較） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料：愛知県「愛知県歯科保健事業実施報告（令和４年度）」 
 
 
 
図表４-30 仕上げみがきを行っている保護者の割合（１歳６か月児） 

 
資料：愛知県「西尾保健所母子保健ニュース（令和５年度）」 

※仕上げみがきとは子どもが自分でみがいたあとに保護者がみがくこと（保護者のみがみがく場合は含めない） 
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（２）⽬標・健康指標 

 
■目標 
 

 
■健康指標 
 

 指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  中中間間評評価価  最最終終目目標標  

（（RR５５））  （（RR１１１１))  （（RR１１７７))  

1 仕上げみがきを行っている保護者の割合 
１歳 

６か月児 
76.7% 80.0% 90.0% 

2 むし歯のない人の割合 ３歳児 ９２．０％ 93.0% 95.0% 

3 むし歯のない人の割合 
中学 

１年生 
79.8% 85.0% 90.0% 

4 歯間部清掃用具の使用率 ２０代 34.6% 50.0% 65.0% 

5 
過去１年間に歯科健診を受診した人の

割合 
市民 63.1% 65.0% 70.0% 

6 
歯周病(歯周ポケット４mm 以上)の人の

割合 
４０歳 42.4% 35.0% 25.0% 

7 よくかめる人の割合 ４０～７４歳 79.7% 
(R3) 

85.0% 90.0% 

 
資料 1.2. 西尾市「健康課事業概要」 

3. 愛知県「西尾保健所管内園児・小中学生歯科保健情報」 

4.6. 西尾市「西尾市歯周疾患検診問診票」 

5. 西尾市「健康にしお21計画市民アンケート（令和５年度）」 

7. 愛知県「特定健診・特定保健指導※情報データを活用した分析・評価（令和3年度）」 

  

①① むむしし歯歯やや歯歯周周病病のの予予防防ののたためめののセセルルフフケケアア行行動動ををととるる  

②② 専専門門的的ケケアアをを受受けけ歯歯科科疾疾患患のの発発症症・・重重症症化化予予防防ををすするる  
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■参考指標 
 

 指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  

（（RR５５））  

１ 第一大臼歯※にむし歯のない人の割合 小学３年生 ９4．4％ 

２ 歯肉炎の人の割合 中学３年生 2.2 % 

３ 歯周疾患検診受診率 

2０歳 

３０歳 

４０歳 

５０歳 

6０歳 

7０歳 

4.2％ 

2.7% 

3.0% 

2.9% 

4.4％ 

4.4% 

４ 歯周病と関連ある疾患についての認知度 市民 49.5% 

 
資料 1.2. 愛知県「西尾保健所管内園児・小中学生歯科保健情報」 

3. 西尾市「健康課事業概要」 

4. 西尾市「健康にしお21計画市民アンケート（令和５年度）」 
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（３）主な取り組み 

 
■市民の取り組み 

 
 
■地域・職場等の取り組み 
 

 

 

■行政の取り組み  

 

取組内容 担当課・関係機関 
① 妊娠期に変化しやすい口腔内の衛生状況を伝え、妊婦歯科健診の

受診をすすめます。 
健康課 

② 乳児期から保護者がむし歯予防と口腔機能の発達に関する正しい知

識の習得と生活習慣の確立ができるように健康教育を実施します。 
健康課 

③ 乳幼児健康診査で正しい生活習慣や仕上げみがきの必要性につい

て伝えます。 
健康課 

④ 幼児健康診査でむし歯予防のフッ化物塗布を受ける機会を提供しま

す。 
健康課 

⑤ 歯科園医や歯科衛生士を園に招き、専門家による親子指導を行う機

会を設けます。 
保育課 

⑥ 歯に関する知識や歯みがきの正しい仕方等の習得のため、歯科園医

や歯科衛生士による職員研修を行います。 
保育課 

⑦ 永久歯むし歯対策として第一大臼歯※を守るための啓発と集団フッ

化物洗口※を推進します。 
健康課 
愛知県西尾保健所 

⑧ 年長児を対象とした集団フッ化物洗口※の実施を継続していきます。 保育課 

○○むむしし歯歯やや歯歯周周病病のの予予防防ににつついいててのの知知識識をを持持ちち、、正正ししいい手手技技でで歯歯みみががききやや歯歯間間清清掃掃をを行行

いい、、88002200（（ハハチチママルルニニイイママルル））※※をを目目指指ししまますす。。  
○○かかかかりりつつけけ歯歯科科医医をを持持ちち、、定定期期的的なな歯歯科科健健診診やや歯歯みみががきき指指導導をを受受けけまますす。。  

○○歯歯科科医医師師会会とと歯歯科科衛衛生生士士会会はは、、歯歯のの大大切切ささをを啓啓発発ししまますす。。  
○○歯歯科科医医師師会会とと歯歯科科衛衛生生士士会会はは、、かかかかりりつつけけ歯歯科科医医にによよるる定定期期的的なな歯歯科科健健診診をを推推奨奨しし、、  

歯歯科科疾疾患患のの発発症症とと重重症症化化をを予予防防ししまますす。。  
○○歯歯科科医医師師会会とと歯歯科科衛衛生生士士会会はは、、むむしし歯歯予予防防ののたためめににフフッッ化化物物洗洗口口※※をを推推進進ししまますす。。  
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取組内容 担当課・関係機関 
⑨ 学校歯科健診や歯みがき調査を通じて、児童・生徒の歯の健康に関

する状況を把握します。 
学校教育課 

⑩ 児童・生徒に正しい歯のみがき方を指導します。 学校教育課 
⑪ 歯の健康に関する授業や、学校歯科医や歯科衛生士等の外部講師

を招いた教室などを開催します。 
学校教育課 

⑫ よい歯の児童・生徒表彰や保健だより等を通じて、児童の正しい理

解と知識の普及に努めます。 
学校教育課 

⑬ 受診しやすい環境を整備することで、歯科健診を定期的に受けるきっ

かけを作ります。 
健康課 

⑭ 元気な高齢者を対象とする介護予防教室の中で、口腔の健康講座

を開催し、高齢者の口腔機能の維持・向上に努めます。 
長寿課 

⑮ 歯科衛生士が口腔機能低下ならびに低下のおそれがある高齢者を

対象に個別訪問し、高齢者の口腔機能の維持・向上のために指導を

します。 
長寿課 

⑯ 希望した高齢者団体に歯科衛生士が口腔機能の維持・向上のため

の講座を開催します。 
長寿課 

⑰ 県作成リーフレットの配布により、むし歯予防や歯周疾患予防意識を

高めるための周知・啓発を行います。 
愛知県西尾保健所 

⑱ 県作成の指導者向けハンドブック等の配布・普及を通じ、支援者へ

の啓発を行います。 
愛知県西尾保健所 

⑲ 歯科保健に関する研修会を開催し、地域保健関係者の人材育成に

努めます。 
愛知県西尾保健所 

⑳ 各種会議を開催し、地域の歯科口腔保健課題の共有・課題解決の

ための協議や検討を行い、歯科疾患の予防・重症化予防に向けた取

組の推進を図ります。 
愛知県西尾保健所 
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６ こころの健康（⻄尾市⾃殺対策計画） 
 
 
 
 

「こころの健康」領域では、こころの健康を推進していくとともに、西尾市自殺対策計画として位

置付け、国の自殺総合対策大綱※に沿って、こころの健康・自殺対策を推進していきます。  
自殺総合対策大綱※では、自殺は多くが追い込まれた末の死であること、年間自殺者数は減少

傾向にあるが非常事態はいまだ続いていること、地域での取組を評価しながら推進していくことを

基本認識として、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」としています。  
この大綱をもとに市町村が計画を策定するにあたり、国より基本施策（どの地域でも取組が必

要な施策）と地域の自殺実態の詳細な分析結果が提示されました。  
西尾市においても、国の基本施策を柱とし、国からの分析結果や西尾市が持つデータを活用し

ながら地域の実情を把握・分析し、実情を踏まえた取組を推進していきます。 
 
■■西西尾尾市市自自殺殺対対策策計計画画のの位位置置付付けけ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

関連計画 

第
８
次
西
尾
市
総
合
計
画 

健健康康ににししおお２２１１計計画画（（第第３３次次））  

 
【分野】 
１ 生活習慣病予防 
２ 食生活 
３ 身体活動※ 
４ たばこ・アルコール 
５ 歯・口の健康 
６ こここころろのの健健康康    ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●● 

 

自自殺殺対対策策計計画画 
基基本本施施策策 
1 地域におけるネットワークの強化 

2 自殺対策を支える人材の育成 

3 市民への啓発と周知 

4 児童・生徒の SOS の出し方に関す

る教育 

5 生きることへの支援 

（国）自殺総合対策大綱※     （県）第４期愛知県自殺対策推進計画 
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（１）現状と課題 

 
○令和５年の自殺者数は２５人で、近年は、ほぼ横ばいで推移しています（図表４-31）。原因・

動機については、健康問題、家庭問題が上位を占めています（図表４‐３２）。自殺は、様々な

要因が重なっておこると言われており、社会が多様化する中で、地域で起こる問題は複雑化

しています。適切な時期に相談機関につながり、悩みの解決が図られるよう、関係機関・団体

との連携を強化する必要があります。 

 

〇性・年代別に自殺者数をみると、４０代男性で自殺者数が多くなっています（図表４-33）。こ

の世代は仕事・家庭・健康といった様々な課題が重なる時期でもあります。そのため、今後もワ

ークライフバランスの推進や労働者のメンタルヘルス対策を進めていくことが必要です。 

  全国で令和４年の児童生徒の自殺者数が過去最高になったことから、市においても子どもの

自殺対策を検討する必要があります。 

 

〇この１か月間に耐えがたいストレスを感じたことが「頻繁にあった」の割合が１２.1％、「時々あ

った」の割合が３７.０％となっています（図表４-34）。「頻繁にあった」「時々あった」「１～２回

あった」と回答した人のストレスの原因としては「仕事や職場のこと」「家庭のこと」「経済的な

こと」「健康のこと」が上位を占めています（図表４－３５）。また、ストレスの発散・解消につい

て、「できていない」の割合が４．７％、「あまりできていない」の割合が２５.３％となっています（

図表４-36）。市民が抱えるストレスや悩みは多様です。まずは、各自がこころの健康を保つ方

法を身に付け、周りの人や公共機関に相談しやすい環境をつくる必要があります。 

 

〇ふだんの睡眠での休養について、「とれていない」の割合が 4.3％、「あまりとれていない」の

割合が２５.８％となっています（図表４-37）。睡眠は心の健康に深く関係しており、睡眠不足

は情緒の不安定化や適切な判断力の鈍化等、うつ病の発症や生活の質に大きく影響します。

睡眠で休養が取れるよう、睡眠やうつ病等の予防も含めた普及・啓発が必要です。 

 

〇困った時に相談できる先が「ない」の割合が１６.3％となっています。市民が適切な相談窓口

につながるよう、周知していくことが必要です（図表４-38）。 

 

○ゲートキーパー※研修の延べ受講者数は、令和５年度末で４,９６８人です（図表４-39）。相談

者のメンタル不調や困りごと等に気づき、必要に応じて専門の相談窓口につなぐゲートキーパ

ー※の役割を担うことは大変重要であり、今後も地域住民を始め、様々な専門職や各種相談

支援業務に従事する職員等を対象に実施し、地域・社会全体で支え合う仕組みづくりが必要

です。 
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○自立支援医療（精神通院）※受給者証交付数の増減はありますが年々増加傾向で、男女比

の構成はほぼ変化なく、女性の方が高くなっています（図表４-40）。交付者の内訳はうつ、そ

ううつ関係が大半を占めています（図表４-41）。精神疾患は、自殺のハイリスクであることか

ら、精神疾患を持つ人への支援は引き続き必要で、地域の相談機関の中核となる地域活動

支援センターの周知や機能強化が必要です。 
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図表４-31自殺者数の推移                         図表 4-32 自殺の原因・動機別の割合 

 
図表４-32                                   

 

 

 

 

 

 

 

資料： 
厚生労働省「自殺の統計 地域における自殺の基礎資料」 
※原因・動機はＲ1～Ｒ５の合計、重複計上 

 

図表４-33 性・年代別の自殺者の構成割合 （Ｒ１～R５） 

 
資料：「地域自殺実態プロファイル２０２４」   ※分母は市の自殺者数（合計） 

 
図表４-34 この１か月間に耐えがたいストレスを感じたこと 図表 4-35 ストレスの原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 
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図表４-36 ストレスの発散・解消 

 

 

 

 

 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 

 

図表４-37 ふだんの睡眠での休養 

 

 

 

 

 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 

 

図表４-38 困った時に相談できる先 

 

 

 

 

 

資料：西尾市「健康にしお２１計画市民アンケート（令和５年度）」 

 

 

図表４-39 ゲートキーパー※研修（延べ受講者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：西尾市「健康課事業概要」  
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図表４-40 自立支援医療（精神通院）※受給者証交付数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：福祉課 
 
 
図表４-41 自立支援医療（精神通院）※の受給者証交付数内訳  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：福祉課(令和５年度) 
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（２）⽬標・健康指標 

 
■目標 
 

 
■健康指標 
 

 指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  中中間間評評価価  最最終終目目標標  

（（RR５５））  （（RR１１１１))  （（RR１１７７))  

1 
睡眠により休養を十分取れている人の

割合 
市民 69.4% 75.0% 80.0% 

2 
ストレスの発散・解消ができている人の

割合 
市民 69.5% 71.0% 72.5% 

3 相談できる人や場所のない人の割合 市民 16.3% 13.0% 10.0% 

4 自殺者数の減少 市民 ２５人 １８人 １８人 

 
資料 1.2.３. 西尾市「健康にしお21計画市民アンケート（令和５年度）」 

     ４． 厚生労働省「自殺の統計 地域における自殺の基礎資料」 

 

■参考指標 
 

 指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  

（（RR５５））  

1 ゲートキーパー※研修の実施回数 関係機関 14 回 

2 ゲートキーパー※養成研修参加者 関係機関 
4,968 人 

(累計) 

3 ゲートキーパー※研修受講者の理解度 関係機関 99.0% 

4 ゲートキーパー※の認知度 市民 3.3% 

①① 自自分分ででこここころろのの健健康康をを保保つつ行行動動ががででききるる  

②② 特特にに配配慮慮がが必必要要なな方方((ハハイイリリススクク者者))はは十十分分なな支支援援をを得得らられれるる  

③③ 困困っったた時時にに相相談談ででききるる  

④④ 周周りりのの人人ととつつななががりりをを持持つつ、、助助けけ合合うう  
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 指指標標項項目目  対対象象  
現現状状値値  

（（RR５５））  

5 リーフレット設置か所数 市民 （44 か所 

6 相談先の周知の実施 児童生徒 ― 

7 
自殺予防週間、自殺対策強化月間に

おける啓発実施 
市民 実施 

8 
医療機関からハイリスク連絡があった

妊産婦への対応 
妊産婦 100% 

 
資料 1.2.３.5.6.7.8. 健康課事業実績 

     4． 西尾市「健康にしお21計画市民アンケート（令和５年度）」 
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（３）主な取り組み 

 
■市民の取り組み 

 
 
■地域・職場等の取り組み 

 
 

■行政の取り組み  

 
【【基基本本施施策策１１】】地地域域ににおおけけるるネネッットトワワーーククのの強強化化 

取組内容 担当課・関係機関 

1.相相談談窓窓口口をを分分かかりりややすすくく周周知知ででききるるよよううにに努努めめまますす 

① 関係機関と連携し、こころの病気に関する初期症状や相談先を記載

した一覧表(リーフレット)の見直し及び作成をします。 
健康課 

② 子育てガイドブックを作成し、妊娠から出産、育児までの各種手続き

やサービス、施設の案内等を掲載します。 
家庭児童支援課 

2.相相談談体体制制をを整整備備すするるととととももにに、、各各相相談談機機関関のの連連携携をを強強化化しし、、ネネッットトワワーーククをを構構築築ししまますす 

① 健康にしお２１計画こころの健康作業部会を通して、各相談機関の

連携を強化し、ネットワークを構築します。 健康課 

② 介護医療連携のための ICT※ツール「いげたネット※」を用いて、在宅

生活を送る患者に対し、多職種による支援を行います。 
長寿課 

○○こここころろのの健健康康にに対対すするる理理解解をを深深めめ、、自自分分やや家家族族等等ののこここころろのの健健康康をを大大切切ににししまますす。。  

○○心心身身のの健健康康ののたためめ、、スストトレレススのの解解消消法法をを持持ちちまますす。。  

○○悩悩みみごごととはは、、周周りりのの人人やや専専門門家家にに早早めめにに相相談談ししまますす。。  

○○医医師師会会ははこここころろのの健健康康づづくくりりにに関関すするる研研修修へへ講講師師派派遣遣等等をを行行いいまますす。。  

○○職職場場ににおおけけるるこここころろのの健健康康にに配配慮慮しし、、適適切切なな対対応応をを心心ががけけまますす。。  

○○民民生生委委員員・・児児童童委委員員※※はは、、関関係係団団体体とと連連携携しし、、地地域域のの中中でで、、支支援援のの必必要要なな人人にに気気づづきき、、  

声声ををかかけけ、、適適切切なな機機関関ににつつななげげるるパパイイププ役役ととななりりまますす。。  

○○地地域域のの中中ででおお互互いいにに声声ををかかけけ合合いい、、人人ののつつななががりりをを大大切切ににししまますす。。  
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取組内容 担当課・関係機関 

③ 地域の社会資源の関係者と顔の見える関係づくりをする地域包括

ケアシステム推進会議によって、相談体制の構築を図ります。 
長寿課 

④ 複雑化・複合化した「制度のはざま」の支援ニーズに対応するため、

介護、障がい、子育て、生活困窮等の分野を横断し、専門性の枠を

超え、全ての相談窓口が協力して共同で支援にあたる重層的支援

体制整備事業を推進します。 

福祉課 

⑤ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援する

ために、代表者会議、実務者会議、ケース会議を開催し情報共有な

ど関係機関との連携体制の強化を図ります。 

生涯学習課 
（コンパス） 

⑥ ケース会議等を開き支援の必要な児童生徒への対応を協議し、今

後の支援に生かしていくスクールソーシャルワーカー※を配置します。 
学校教育課 

⑦ 自殺対策について、地域で支援を行う関係機関が相互の情報を共

有し、会議等を通じて連携体制を構築します。 
愛知県西尾保健所 

3.地地域域ででのの相相談談支支援援のの充充実実にに努努めめまますす 

① 妊婦相談や育児相談、心理相談や健康相談など各種相談や、訪

問、乳幼児健診等の事業を通して相談を実施します。 
健康課 

② 市内７か所に設置する地域包括支援センターで、高齢者見守りネッ

トワーク事業等を通じて、高齢者等のこころの健康に関する相談や

見守りを行い、必要に応じて支援につなげます。 
長寿課 

③ 障がい者の相談支援事業所や地域活動支援センターにおいて専門

職によるこころの相談をはじめとする多様な障害福祉サービスの相

談及び適切な支援につなげます。 
福祉課 

④ 子育て支援センター等で、専門職が子育て全般・母の気持ちの相談

等を行います。また、児童虐待、ＤＶ相談、家庭児童相談等を通じて、

育児の悩みやこころの健康に関する相談を行い、必要に応じて支援

につなげます。 

家庭児童支援課 

⑤ ファミリー・サポート・センターを運営し、会員同士で預かりや送迎等

の子育ての相互援助活動を有償で行います。 
家庭児童支援課 

⑥ 放課後児童クラブや児童館を通じて、子どもの放課後の居場所や安

心して遊べる場の提供、施設での相談・支援を行います。 
子育て支援課 

⑦ いじめや差別、パワハラ等人権を侵されていると感じる悩みごと・困

りごとについて、総合福祉センター等で面談相談を実施するととも

に、弁護士相談や電話相談、専門機関等の紹介を行います。 
市民課 

⑧ 西尾市消費生活センターにおいて、多重債務問題、悪質商法やクー

リングオフ等消費者被害に関する防止講座の実施や相談を行いま

す。 
商工振興課 
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取組内容 担当課・関係機関 

⑨ 労働条件や解雇、賃金等の労働問題、若者の就職相談、中小企業

資金融資等の相談を実施します。 
商工振興課 

⑩ 生徒指導アドバイザー等を配置し、非行上の問題行動をかかえる児

童生徒及び保護者との相談活動、指導、助言を行う人材を配置しま

す。 
学校教育課 

⑪ 自殺未遂者とその家族に対して、警察、消防、医療、関係機関が連

携して、対応・支援を行います。 

西尾警察署 
消防本部 
市民病院 
愛知県西尾保健所 

⑫ 精神疾患やこころの健康、アルコール問題を抱えた方や家族に対

し、専門職が相談に応じ、助言や情報提供等を行います。 
愛知県西尾保健所 

 

【【基基本本施施策策２２】】自自殺殺対対策策をを支支ええるる人人材材のの育育成成 

取組内容 担当課・関係機関 
① 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気

づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図るこ

とができるゲートキーパー※を育成するために、関係機関や市民を対

象とした研修を行います。 

健康課 

② 相談支援員の研修参加や組織内会議で、一人で抱え込まない体制

を整えます。 

生涯学習課 
（コンパス） 
健康課 
福祉課 
長寿課 
愛知県西尾保健所 

 
【【基基本本施施策策３３】】市市民民へへのの啓啓発発とと周周知知 

取組内容 担当課・関係機関 

① こころの病気に関する初期症状や相談先を記載した一覧表（リーフ

レット）を配布します。 
健康課 

② 各種健診や教室、相談等の機会を通じて、睡眠の大切さやうつ等の

こころの変化と、その対応について相談・助言を行います。また、講座

も行います。 
健康課 

③ ９月の自殺予防週間及び３月の自殺対策強化月間にポスター掲示

や市公式 LINE 等の SNS を活用し、相談窓口を周知します。幅広く

知識の普及啓発や相談先の周知をします。 

健康課 
愛知県西尾保健所 

④ 相談があった場合に厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」を紹

介します。 
岡崎労働基準監督署 
西尾支署 
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取組内容 担当課・関係機関 

⑤ 消費者被害防止の啓発や情報発信、講座の開催を行います。 商工振興課 

⑥ 障害者福祉に関するガイドブックを作成し、相談先等のサービスに

関する情報が届くようにします。 
福祉課 

⑦ 小中学生や高校生、市民向けにパンフレットや LINE カードを配布・

設置します。 
生涯学習課 
（コンパス） 

⑧ 広報にしおや WEB を活用し、社会交流や居場所作りを目的とした

イベントや地域活動を周知します。 
生涯学習課 
（コンパス） 

 
【【基基本本施施策策４４】】児児童童・・生生徒徒ののＳＳＯＯＳＳのの出出しし方方にに関関すするる教教育育 

取組内容 担当課・関係機関 
① 市内高校生を対象に、悩みを抱えた友人に気づき、お互いに支えあ

える雰囲気を作ること、またストレスやその対処、相談の方法(SOS

の出し方)を身に付けることができるよう、講話を実施します。 
健康課 

② いじめの問題について、各校でアンケートの実施、SOS の出し方に

関する教育等により早期発見を図ります。また、各校でいじめ防止基

本方針を策定し、未然防止・早期発見に取り組みます。 
学校教育課 

③ 不登校児童生徒を対象に、集団生活への適応、情緒の安定、基礎

学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導を行う

ことにより、学校復帰を支援するとともに、社会的自立を図ります。

（教育支援センター） 

学校教育課 

④ 学校内外の専門機関で相談を受けることが難しい不登校児童生徒

や保護者を支援につなげるため教育相談を実施します。 
学校教育課 

⑤ 児童生徒へのカウンセリングや、教職員及び保護者に対する助言・

援助をするスクールカウンセラーを配置します。 
学校教育課 

 
【【基基本本施施策策５５】】生生ききるるここととへへのの支支援援 

取組内容 担当課・関係機関 

① がん患者の方が安心して療養生活が送れるよう、ウィッグ・乳房補

整具購入の補助や在宅サービスの利用料の補助を行います。 
健康課 

② 介護をしている家族等の交流会や講習会の開催等を通して本人

や家族を支援します。 
長寿課 

③ 憲法第２５条の理念に基づき、生活に困窮する市民に対し、必要な

生活支援等を実施します。 
福祉課 
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取組内容 担当課・関係機関 
④ 支援が必要な家庭へのヘルパー等の派遣や、家庭で児童の養育
が一時的に困難となった場合は施設等で児童の預かり等を実施

します。 
家庭児童支援課 

⑤ 多重債務者を対象とした相談会を実施します。 保険年金課 

⑥ 児童手当※・児童扶養手当※等の支給を通じて、子どもの養育に必

要な経済的支援を行います。 
子育て支援課 

⑦ 市内在住・在学の概ね１５歳～３９歳の子ども・若者とその保護者
等を対象に、ひきこもり、ニートや不登校等の相談を受け、就学・就

労または生活に係る包括的な支援をワンストップで行います。 

生涯学習課 
（コンパス） 

⑧ 地域交流やイベントを通じて社会参加への支援をします。 
生涯学習課 
（コンパス） 
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第５章 

ライフコースアプローチによる 

健康づくり 
 

第５章 ライフコースアプローチによる健康づくり 
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学学童童・・思思春春期期乳乳幼幼児児期期

生活習慣病
予防

食生活

身体活動※

たばこ・
アルコール

歯・口の
健康

こころの
健康

かかりつけの医師・薬剤師を持ちます

保護者は、健診や相談を活用して、
子どもの育ちを支えます

生活習慣に関心を持ち、学校や家庭
で健康について正しく学びます
学校で健診を受けます

家族や友だちと一緒に食事を楽しみ
ます

１日３食、バランスの良い食生活習慣
を身に付けます

適正体重を知り、身体測定の結果を
踏まえ、適切な食事を心がけます

生活や遊びのなかで、体を動かすこと
を楽しみます

学校・家庭・地域で運動やスポーツを
楽しみます

妊婦は喫煙をしません
保護者等は、子どもの受動喫煙を
防止します

たばこを吸いません

飲酒をしません

正しい食習慣や歯みがきの習慣を
身に付けます

正しい食習慣や歯みがきの習慣を
身に付けます
保護者が仕上げみがきをします

保護者は、親子でほっとできる居場
所や、子育てに困ったときに相談で
きる相手を見つけます

不安や悩みの対処方法を見つけます

相談できる相手をつくります

かかりつけ歯科医を持ち、定期的な歯科健診を受けます

乳幼児歯科健診を受けます 学校で歯科健診を受けます
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高高齢齢期期成成人人期期

歯と歯ぐきを正しい方法で手入れします
かんで飲み込む力を維持します

座りすぎを避け、毎日適度な身体活動※や運動を心がけます

健康診査やがん検診を受け、生活習慣を改善します
必要に応じて、保健指導や治療を受けます

１日３食、バランスの良い食事をとります

適正な体重を踏まえ、定期的な体重測定と適切な食事を心がけます

低栄養に留意し、カロリーやたんぱく質を摂取
します

若年の女性はやせすぎ、中年期の女性は骨粗
しょう症に気を付けます

自分の体の状況に応じた健康づくりや介護予
防に取り組みます

自分のライフスタイルにあった運動やスポーツ
をします

未成年の喫煙・飲酒を防止します

適正な飲酒を心がけます

受動喫煙の防止に協力します

歯と歯ぐきを正しい方法で手入れします

悩みごとは、周りの人や専門機関に早めに相談します

こころの健康に対する理解を深め、自分や身
近な人（家族など）のこころの変化を気にかけ
ます

生きがいを見つけて、地域と関わりを持ちます
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健康づくりは、各ライフステージ（乳幼児期、学童・思春期、成人期、高齢期）に応じて、取組のポ

イントがあります。現在の健康状態は、これまでの生活習慣や社会環境等の影響を受け、将来の健

康にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、胎児期から高齢期に至るまでの生涯を経時的

に捉えた「ライフコースアプローチ※」の視点を取り入れた健康づくりを推進します。 
また、女性については、成人期のやせ、妊娠・出産期の喫煙、高齢期の骨粗しょう症等、ライフス

テージやライフイベント特有の健康課題に留意して、心身の健康の保持を図る必要があります。 
 
■女性特有の健康課題 

幼少期 成人期 （妊娠・出産期） 高齢期 
 

－ 
やせ 
多量飲酒* 
 

喫煙 
妊娠合併症 
産後の体調不良 

骨粗しょう症 

*女性は男性に比べて肝臓障害等の飲酒による臓器障害をおこしやすく、アルコール依存症に至るまでの期間も短い 
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連携 

１ 市⺠⾃らが進める健康づくり 

２ 健康を⽀える環境と仕組みづくり 

 
 
 
 
生涯に渡って健やかで心豊かに、いきいきと生活していくためには、市民一人ひとりが主体的に

健康を維持、増進できるよう、継続的に努力していくことが大切です。 
健康に関心を持ち、定期的な健康診断を受けるなど、自らの健康状態を把握し、食生活や運動、

休養等の日常生活を見直す中で、支援してくれる人や場を活用しながら、持続的に健康づくりを進

めます。 
 
 
 
 
 

 
計画の推進に向けて、市民一人ひとりが、積極的に健康づくりに取り組むことができるよう、地域

や各種団体、保育園、幼稚園、学校、医師会等、職域、行政等が、それぞれの役割を理解し、相互に

連携し合いながら、市民の健康づくりを支える環境を整えていくことが大切です。 
市の広報やホームページ等を通じて、計画の内容を広く市民に周知・啓発し、市民の健康づくり

への意識啓発に努めていきます。自ら積極的に健康づくりに取り組む方への働きかけだけではなく、 
健康に関心の薄い方を含めて、幅広くアプローチを行うとともに、誰もが無理なく自然に健康にな

れる行動をとれるようなまちづくりを目指します。 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭・地域 

職域 行政 

保育園・幼稚園・学校 

各種団体 

市民 

生涯 笑顔でいきいき 

ピンシャンくらせるまち 西尾 

支援 支援 
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３ 計画の進捗管理 

  
 
 

 

 
本計画は令和１８年度を目標年度とします。中間年度にあたる令和１２年度には、その間の社会

情勢等の変化や各種取組状況の推移を踏まえ、計画の中間評価等を行います。 
健康指標については、各種実績データや健診時のアンケート調査など毎年把握できるものと、

中間評価時にアンケート調査を実施するものがあります。毎年把握できる指標については、随時、

その状況を確認し、取組の改善等を検討します。 
また、経年的な事業の進捗管理を「健康にしお２１計画運営・実行委員会」において行い、必要

な評価や検証、各種取組の改善を進めていきます。 
 

 
 
 



 

８４ 

 
 



 

８５ 
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１ 策定の経緯 
 
 
 

日程 内容 
令和６年 

１月２３日（火）～ 
２月１４日（水） 

健康にしお２１計画 市民アンケート 

令和６年 
５月１５日（水） 

第１回健康にしお２１計画 運営・実行委員会 
○委嘱状交付及び委員長・副委員長選出 
○講演会 

講師 浜松医科大学健康社会医学講座教授 尾島俊之先生 
演題 「国の健康日本２１※について」～２１計画の意義と考え方～ 

○議題 
・健康にしお２１計画（第２次）健康指標の最終評価について 
・健康にしお２１計画市民アンケート結果報告書について 
・健康にしお２１計画（第３次）の方向性・今後のスケジュール 

令和６年 
６月２６日（水） 

第１回健康にしお２１計画 歯科作業部会 
○議題 

・歯科分野の現状と課題について 

令和６年 
７月３日（水） 

第１回健康にしお２１計画 こころの健康作業部会 
○議題 

・こころの健康分野の現状と課題について 

令和６年 
７月１２日（金） 

第１回健康にしお２１計画 生活習慣病予防作業部会 
○議題 

・生活習慣病予防分野の現状と課題について 

令和６年 
９月１８日（水） 

第２回健康にしお２１計画 歯科作業部会 
○議題 

・歯科分野の取り組みと健康指標について 

令和６年 
９月１８日（水） 

第２回健康にしお２１計画 こころの健康作業部会 
○議題 

・こころの健康分野の取り組みと健康指標について 

令和６年 
９月２５日（水） 

第２回健康にしお２１計画 生活習慣病予防作業部会 
○議題 

・生活習慣病予防分野の取り組みと健康指標について 

令和６年 
１１月６日（水） 

第２回健康にしお２１計画 運営・実行委員会 
○議題 

・健康にしお２１(第３次)計画案について 
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日程 内容 
令和６年 

１２月１０日（火） 
～ 

令和７年 
１月８日（水） 

パブリックコメント 

令和７年 
１月２９日（水） 

第３回健康にしお２１計画 運営・実行委員会 
○議題 

・パブリックコメントの結果報告 
・計画案の承認 
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２ 健康にしお２１計画市⺠アンケート 概要 
 
 
 

（１）調査の概要 

 
■■調調査査のの目目的的  

本アンケート調査は、市民の皆様の健康に対するニーズや意識、健康づくり活動への参加意向

を把握するとともに、西尾市の健康増進に関する新たな計画である「健康にしお２１計画（第３次）」

策定に向けた基礎資料とすることを目的として、実施しました。 
 
■■調調査査方方法法  

アンケートの対象、方法、調査時期、回答者数、主な設問は次の通りです。 
 

対象 市内在住の１８～７４歳 ２,０００人（無作為抽出） 

方法 郵送配布、郵送もしくは Web で回答 

調査時期 令和６年１月２３日～２月１４日 

回答者数 ６７５人（回答率：３３.８％） 

主な設問 

・回答者の属性 

・健康診査 

・食生活 

・身体活動※・運動 

・歯の健康 

・休養・こころの健康 

・たばこ・アルコール 

・健康づくり活動 
 
■■集集計計・・分分析析ににああたたっってて  

○比率はすべてパーセントで表し、小数点以下第２位を四捨五入して算出しました。そのためパ

ーセントの合計が１００％にならないことがあります。 
○本報告書の表、グラフ等の見出し及び文書中での回答選択肢は、本来の意味を損なわない

程度に省略して掲載している場合があります。 
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（２）結果の概要 

 
■■回回答答者者のの属属性性  

 
図表 資料編-1 年代 

 

 
 
図表 資料編-２ 性別 

 

 
 
図表 資料編-３ 現在の健康状態 

 

 
  

1.6 7.4 13.9 18.4 19.7 24.1 14.5 0.3

0 20 40 60 80 100(%)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 無回答

45.2 53.9

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100(%)

男性 女性 回答しない 無回答

26.2 31.1 31.4 9.3

1.0

0.9

0 20 40 60 80 100(%)

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 無回答
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■■食食生生活活  

 

図表 資料編-４ 朝食の習慣と朝食を食べない理由 

 
 
 

 
 
  

ほとんど毎日食べる

81.9

週に4～5日食べる

4.7

週に2～3日食べる

4.0

ほとんど食べない

9.0

無回答

0.3

(単位：%)

33.3

36.7

23.3

7.5

25.8

9.2

0 20 40 60 80 100

時間がない

食欲がわかない

食べたり、準備するのが面倒

朝食が用意されていない

食べる習慣がない

太りたくない、ダイエットのため

（％）

※「週に４～５日食べる」、「週に２～３日食べる」、

「ほとんど食べない」と回答した人が回答 
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■■身身体体活活動動※※・・運運動動  

 

図表 資料編-５ 日頃の運動習慣の有無 
（１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施しているか） 

 

 
 
■■歯歯のの健健康康  

 

図表 資料編-６ かかりつけの歯科医院の有無 

 
 
 
■■休休養養・・こここころろのの健健康康  

 

図表 資料編-７ ゲートキーパー※の認知度 

 
 

  

27.6 71.4 1.0

0 20 40 60 80 100
(%)

はい いいえ 無回答

82.2 17.3

0.4

0 20 40 60 80 100(%)

決まっている 決まっていない 無回答

3.3 12.9 83.7 0.1

0 20 40 60 80 100
(%)

知っている

聞いたことはあるが、よく知らない

知らない（本調査ではじめて聞いた場合を含む）

無回答



 

92 

 
■■たたばばここ・・アアルルココーールル  

 

図表 資料編-８ 禁煙に対する考え方 
（たばこをやめたいと思うか） 

※たばこを吸うと回答した人が回答。 

 

 
 
■■健健康康づづくくりり活活動動  

 

図表 資料編-９ 社会活動への参加状況（就労・就学を含む） 

 
 
  

18.1 36.2 27.7 17.0

1.1

0 20 40 60 80 100(%)

やめたい 本数を減らしたい やめたくない わからない 無回答

29.6

6.1

10.7

9.5

3.7

71.7

2.5

12.6

0 20 40 60 80 100

町内会や地域行事などの活動

ボランティア活動

スポーツ関係のグループ活動

趣味関係のグループ活動

その他のグループ活動

就労している

就学している

参加していない

（％）
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３ ⻄尾市健康にしお２１計画運営・実⾏委員会規則 
 
 
 

令和２年３月26日規則第18号 

西尾市健康にしお21計画運営・実行委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西尾市附属機関に関する条例（昭和39年西尾市条例第16号）第３条の

規定に基づき、西尾市健康にしお21計画運営・実行委員会（以下「委員会」という。）につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関して調査及び審議をし、その結果

を市長に答申する。 

(１) 健康にしお21計画の策定に関すること。 

(２) 健康にしお21計画の推進に関すること。 

(３) 健康にしお21計画の評価・見直しに関すること。 

(４) その他市民の健康づくりに関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 保健、医療、福祉その他の各種団体の代表者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 学識経験者 

(４) その他市長が認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期 

間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並び

に委員長及び副委員長が欠けたときの会議は、市長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

（部会） 

第７条 委員会は、会議の進行を補助する目的で部会を設けることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同

様とする。 
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（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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４ 委員名簿 
 
 
 

（１）健康にしお２１計画運営・実⾏委員会 委員名簿 

 
■■策策定定委委員員  

所 属 役職等 氏 名 備考 

西尾市医師会 
副会長 

（～R６.６.２７） 
鈴村 裕 委員長 

西尾市医師会 
副会長 

（R６.６.２８～） 
三村 英也 委員長 

西尾市歯科医師会 副会長 津川 佳久  
西尾市薬剤師会 会長 鈴木 一将  
西尾保健所管内栄養士会 副会長 小島 周平  
西尾市民生委員・児童委員※協議会 副会長 飯塚 幸子 副委員長 
西尾市老人クラブ連合会 副会長 鈴木 敏之  
西尾市スポーツ協会 会長 辻村 和敏  
西尾市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 星野 竜治  
健康づくりボランティア※ 
（西尾を歩こうウォーキング） 

代表 成瀬 隆比古  

健康づくりボランティア※ 
（食生活改善クラブ） 

代表 石川 あゆみ  

健康づくりボランティア※ 
（地産地消クッキングクラブ） 

代表 近藤 敬子  

愛知県健康づくり振興事業団 運動指導員 田川 友希  
愛知県西尾保健所 所長 松本 一年  
西尾市教育委員会 花ノ木小学校長 杉本 春美  
西尾市健康福祉部 部長 酒井 正樹  

 
■■助助言言者者  

浜松医科大学 健康社会医学講座 教授 尾島 俊之  
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（２）作業部会 委員名簿 

 
■■生生活活習習慣慣病病予予防防作作業業部部会会  

所 属 役職等 氏 名 
西尾市医師会 副会長 中澤 信 
西尾市薬剤師会 会長 鈴木 一将 
西尾保健所管内栄養士会 副会長 小島 周平 
西尾商工会議所 － 伊藤 麻砂美 
健康づくりボランティア※ 代表 近藤 敬子 
西尾保健所 総務企画課 主任 小林 由佳 
保険年金課 主事 近藤 健太郎 
スポーツ振興課 課長補佐 宮嶋 徹夫 
農水振興課 主査 酒井 洋子 
学校教育課 学校保健アドバイザー 杉本 康子 

 
■■歯歯科科作作業業部部会会  

所 属 役職等 氏 名 
西尾市歯科医師会 副会長 津川 佳久 
愛知県歯科衛生士会 
三河南部支部 

西尾・碧南・高浜地区長 糟谷 沙織 

西尾保健所 健康支援課 技師 渡邊 芽衣 
健康づくりボランティア※ 代表 石川 あゆみ 
保育課 指導主事 柴田 多恵 
学校教育課 学校保健アドバイザー 杉浦 伸枝 
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■■こここころろのの健健康康作作業業部部会会  

所 属 役職等 氏 名 
西尾市医師会 精神科医師 伊藤 圭人 
西尾市民生委員・児童委員※協議会 副会長 飯塚 幸子 
西尾保健所 健康支援課 主査 新美 萌子 
健康づくりボランティア※ 代表 成瀬 隆比古 
地域活動支援センター 
めだか工房 

精神保健福祉士 福井 千穂 

西尾市子ども若者総合相談センター 
コンパス 

相談員 徳永 真由美 

西尾市民病院 社会福祉士 尾崎 拓郎 
福祉課 主査 原田 昌実 
長寿課 主任主査 杉田 久美子 
商工振興課 主査 近藤 貴美代 

学校教育課 指導主事 
下野坊 由香里 

池田 正広 
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５ ⽤語解説 
 
 
 
 
【あ行】 

いげたネット 医療機関、歯科医院、薬局、訪問看護ステーション、介護保険事業所、行政等

が相互に情報共有をしながら支援できる多職種の情報連携ツールのこと。 

インセンティブ ある施策を実施する際に、その施策に積極的に参加、協力するような動機づ

け、あるいは見返りのこと。（健康にしおマイレージ事業のポイント制度等） 
 
【か行】 

ゲートキーパー 
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこ

と。 
健康格差 地域、社会経済状況による集団における健康状態の差のこと。 

健康増進法 
国民の健康づくり・疾病予防を積極的に推進するため、制定された法律のこ

と（平成１５年５月１日施行）。「基盤整備」「情報提供の推進」「生涯を通じ

た保健事業の一体的推進」を柱としている。 
健康づくりボラ

ンティア 地域で健康づくりを推進する活動をしている団体のこと。 

健康日本２１ 

健康増進法に基づき策定された、国民の健康の増進の推進に関する基本的

な方向や国民の健康の増進の目標に関する事項等を定めた「国民の健康の

増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成１５年厚生労働省告

示第１９５号）」に示される、健康づくり運動のこと。 

健康日本２１ 

（第三次） 

令和６年度からスタートした第５次国民健康づくり運動のこと。「健康寿命の

延伸と健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質

の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」を基本的な方向とし

て示している。 
後期高齢化率 総人口に占める７５歳以上人口の割合のこと。 

後期高齢者 

７５歳以上の方のこと。「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和５７年法

律第８０号）では、６５歳以上を高齢者とした上で、６５-７４歳までを前期高齢

者、７５歳以上を後期高齢者と分けて定義している。 

合計特殊出生

率 

出産可能年齢（１５～４９歳）の女性に限定し、年齢ごとの出生率を足し合わ

せ、一人の女性が生涯、何人の子どもを産むのかを推計したもの。 

高齢化率 総人口に占める６５歳以上人口の割合のこと。 

国 保 デ ー タ ベ

ース（KDB）シ

ステム 

国民健康保険団体連合会が保有する健診・医療・介護の各種データを利活

用して、統計情報や個人の健康に関するデータを作成し、都道府県や市町村

等に提供するもの。 

 
【さ行】 
自殺総合対策

大綱 
自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定める

もの。令和４年１０月に新たな大綱が閣議決定された。 
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自殺対策基本

法 

我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況に対処

するために、自殺対策に関し基本理念や国、地方公共団体等の責務等自殺

対策の基本となる事柄を定めた法律のこと（平成１８年１０月２８日施行）。 

児童手当 児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の

健やかな成長を目的として支給される手当のこと。 

児童扶養手当 
父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭（ひとり親

家庭等）の生活の安定と自立のため、児童の福祉の増進を図ることを目的と

して支給される手当のこと。 

食育 様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する

力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むこと。 

自立支援医療 
（精神通院） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する統合失調症、

精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患（てんかんを含む。）を有

する人で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、その

通院医療に係る医療費の支給を行うもの。 

新興感染症 かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的あるいは国際

的に、公衆衛生上問題となる感染症のこと。 

身体活動 意識的な運動だけではなく、日常生活の中で体を動かすことによる運動のこ

と。 

スクールソーシ

ャルワーカー 

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く

環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや

抱えている問題の解決に向けて支援する専門家のこと。 

健やか親子 ２１世紀の母子保健の主要な取り組みの方向性、目標や指標を定め、関係機

関・団体が一体となって取り組むための国民運動のこと。 

総 合 型 地 域 ス

ポーツクラブ 

身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブ。

子どもから高齢者までの多世代にわたる、様々なスポーツを愛好する人々が、

それぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特徴を持ち、地域住民に

より自主的・主体的に運営されるもの。 
 
【た行】 

第一大臼歯 前歯から数えて６番目の永久歯のこと。永久歯列の中心となり、８０２０達成の

要となる歯である。 
デジタルトラン

スフォーメーショ

ン 

デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変えること。 

データヘルス 
医療保険者が電子的に保有された健康医療情報を活用した分析を行った

上で行う、加入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保健事業のこ

と。 

特定給食施設 特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のこと。１回１００食

以上または１日２５０食以上の食事を提供する。 

特定健康診査 
実施年度において４０～７４歳となる医療保険の加入者を対象として、国民健

康保険、健康保険組合等の各医療保険者が実施する健康診査のこと。平成

１８年の医療制度改革により、平成２０年４月から始まった。 
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特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣病の

予防効果が高く期待できる受診者に対して、生活習慣を見直すサポートをす

るもの。生活習慣病の発症リスク（腹囲・BMI・血糖・脂質・血圧・喫煙）に応

じて、情報提供、動機付け支援、積極的支援の３区分に階層化され、動機付

け支援、積極的支援に区分された人を対象として特定保健指導を実施する。 

 
【な行】 

ナッジ 人間の性質や行動原理に基づき自発的に行動するきっかけを提供する手法

のこと。 
西尾版食育 
プログラム 

小・中学校の教材である「食育ノート」を核として、大人を含めて家族みんな

で食育について学ぶために作られた西尾市のプログラムのこと。 
 
【は行】 

８０２０（ハチマ

ルニイマル） 

生涯にわたり、健全な咀しゃく能力を維持し、健やかで楽しい生活を過ごそう

とすること。自分の歯が２０本以上あれば何でもかめるとする調査結果から、

８０歳で自分の歯を２０本以上保つことを目標として作られた。 

フッ化物洗口 一定濃度のフッ化ナトリウム溶液を用いて、ブクブクうがいを行う方法のこと。

永久歯のむし歯予防手段として有効とされる。 

フレイル 加齢により心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながりなど)が低下した、

健康な状態と要介護の状態の中間にある、虚弱な状態のこと。 
 
【ま行】 

民生委員・児童

委員 

「民生委員」は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に

住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努

める人のこと。（児童委員を兼ねている） 
「児童委員」は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子ども

たちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う

人のこと。 
 
【や行】 

要介護認定者 
介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者

である市町村が認定した人のこと。介護保険の利用には、要介護認定を受け

なければならない。 
 
【ら行】 
ライフコース 
アプローチ 胎児期から老齢期に至るまで人の生涯を経時的に捉えた健康づくりのこと。 
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【アルファベット】 
AI Cube（アイ 

キューブ） 愛知県国保連合会独自の医療費分析関連システムのこと。 

ＢＭＩ（ビーエム

アイ） 

肥満の判定に用いられる体格指数のこと。体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

で求めることができる。１８.５未満を「やせ」、２５以上を「肥満」としており、日

本肥満学会では、最も疾病の少ないＢＭＩ ２２を標準体重としている。 

COPD（シーオ

ーピーディ） 

肺気腫や慢性気管支炎等、気管支の炎症や肺の弾性の低下による気道慢

性閉塞性肺疾患のこと。閉塞を起こし、呼吸困難に至る病気の総称のこと。せ

き、たん、息切れが主な症状で、最大の原因は喫煙とされる。 
ＨｂＡ１ｃ 
（ヘモグロビン・

エーワンシー） 

過去１～２か月の平均的な血糖の状態を表す数値のこと。糖尿病が疑われた

ときの検査として有効とされる。 

HDL コレステロ

ール 

善玉コレステロールのこと。 
血液中の余分なコレステロールを肝臓に回収したり、血管壁に沈着したコレ

ステロールを除去するため、動脈硬化を予防する働きがある。 

ICT （ ア イ シ ー

ティ） 

Information and Communication Technology の略称のこと。 

情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称。日本で

は同様の言葉として IT(Information Technology：情報技術)の方が普及

していたが、国際的には ICT がよく用いられ、近年日本でも定着しつつある。 

LDL コレステロ

ール 

悪玉コレステロールのこと。 
細胞膜の形成やホルモン材料を運ぶ役割を果たすが、血液中に増えすぎる

と、血管壁に沈着し動脈硬化の原因となる。 
non－HDL コレ

ステロール 
総コレステロールから善玉（HDL）コレステロールを引いた値のこと。 

PDCA サイクル 

「Plan（計画） → Do（実行） → Check（評価） → Action（改善）」とい

う一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の

こと。 
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